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１．はじめに
１．１．研究の背景

２０２１年，中国の建設業の就業者数は８，１８０万人１）に達し，全経済産業部門

で製造業に次ぐ第２位となり，重要な就業分野の一つである。そのうち，一

般請負業者と専門請負資格を有する建築業の従業員数は６，１９４万人で，２０１２

年より３３．８％増加し，２０１３年から２０２１年にかけて年平均３．３％増加して

いる。周知のように，中国の建設業界は，かつて農村の余剰労働力を吸収

し，就業圧力を緩和する上で重要な貢献を果たしてきた。国家統計局の農村

出身労働者に関する報告書によると，２０２１年末までに，国内の農村出身労

働者の総数は２億９，２５１万人に達し，そのうち建設業界の農村出身労働者は

１９．０％を占めるとされている。

こうした状況の中で，近年，中国の建築業界においては不動産不況等によ

る多様な問題が生じているが，その中で，これまでも注目されてきた問題の
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一つが，「建築従業員」２）の就業をとりまく課題であろう。周知のように，こ

の「建築従業員」の多くは，農村出身労働者（いわゆる「出稼ぎ労働者」）

で，多くの場合小規模な請負業者である「包工頭」３）（建築企業から請負を行

い，農村出身労働者を雇用する一種の中間業者）に雇用され建築業に就業し

ているが，その利益分配方式が明確ではなく，しばしば賃金の遅配・欠配に

よる不利益等を被っている労働者を指す。

このように，中国における建築業従業員については，彼らの就業形態，賃

金水準などについて詳細な分析を行う必要があると考えられる。

１．２．研究の目的と方法

本稿では，中国河南省S市４）における建築業従業員アンケート調査に基づ

いて，その現状および課題を検討し，とくに就業における問題点を明らかに

することを目的とする。

本稿の分析を行うために，中国河南省S市のM建築会社現場で働く，建築

労働者を対象としたアンケートを実施した。アンケートの配布は，ランダム

サンプリングで実施した。現場では合計９０件のアンケートを配布し，回収

されたのが８９件（１件無効）であった。その後，回答が無効なアンケート

の１件を削除した結果，有効回答は８８件であった。

アンケートの内容は，対象者のフェイスシート，就業状況，年間収入，

「包工頭」との関係などである。

中国建築業界における就業問題については，先行研究が比較的多い。チョ

２）「建築従業員」は，建設施工企業に従事する施工員，質量員，安全員，標準員，
材料員，機械員，労務員，資料員という８種類に分けられる。

３）先行研究によると，胡雪峰（２００８）は，「請負業者は，一般的に，特定の形式で，
より高いレベルのプロジェクトの建設対象を特定の形式で選択及び任命され，労
働サービスを提供するために人員を組織する人々を指す。建築プロジェクトのプ
ロセス中に特定の管理制限を実行する。建設主体の管理と監督，必要に応じて一
定量の作業を完了した後，より高い位置で建設主体によって対応する報酬を支払
う自然人である。」と述べている。

４）S市では，「棚改」とよばれる都市改造が実施されており，市内で住宅建設が多
く行われている。
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ウサンサン（２０１４）は，青島市建築業界労働組織における包工頭の役割と問

題を明らかにした。このなかで「包工頭」が建築会社と出稼ぎ労働者間の橋

渡しの役割を担っていることに言及した。また，出稼ぎ労働者に対し，賃金

の遅配と未払い問題は「包工頭」にも一部責任があるが，建築会社にも責任

があると指摘した。建築業界における下請け制度自体が賃金の遅配と未払い

問題の温床であると述べた。しかし，「包工頭」傘下の建築従業員を対象と

した調査は実施されていない。

彭應恩（１９９６）は，北京市の建築業界の農民「包工頭」のケースを例に

し，関係資本の農民地位獲得に対する役割を検討した。農民でもある，農村

出身の「包工頭」は，贈答品，リベート，歩合等の報酬媒体を通じて，利益

と人間関係を構築する。「包工頭」に対して，この人間関係は他の関係より

も遥かに重要であり，例えば，経歴，学歴，能力などの要素は人間関係を通

じて依存することを指摘した。しかし，これも建築従業員の調査は十分に実

施されていない。

亓昕（２０１１）は，建築業界を中心に，出稼ぎ労働者の活用の形成，建築業

界制度改革と農民労働との関係から，建築業界における賃金滞納メカニズム

の形成と再生産に定量・定性の手法を用いて焦点を当てた。請負業者制度と

下請け制度も必ずしも賃金滞納につながるわけではないが，建設労働者の賃

金滞納の利用を強化することが明らかになった。

黄玉捷（２００４）は，請負業者制度は，出稼ぎ労働者の建設チームや装飾

チームの一般的な組織慣行であることを指摘した。

本稿では，これらの先行研究の成果をふまえて，建築業従業員を対象とし

たアンケート調査を中心に，S市建築業界の「建築従業員」問題の現状，課

題について明らかにすることを目的とする。

２．改革開放政策の進展と建築業組織
１９７８年以降，中国の経済体制改革に伴い，農村で実施された農業生産責

任制（いわゆる土地家庭請負）は，農業生産力を効果的に解放して発展させ
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た。農村に余剰労働力が現れ，農民は新たな就業先を求めることとなった。

改革開放初期から１９８９年までの間に，農村出稼ぎ労働者の労働力人数は

２００万人未満から約３千万人に急速に増加したという。

１９８４年，国務院は「国務院关于改革建筑業和基本建設管理体制若干問題

的暫行規定（建築業界の基本建設管理体制に関する若干の問題に関する暫定

規定）」５）を公布し，建設企業の雇用制度を改革し，農村労働力が都市部と農

村部の建設に参加する合法的なルートが開かれた。建設施工企業においては

労働契約制を全面的に実施すると同時に，元の企業内部従業員の子弟が両親

等に代わって就業する内部募集従業員雇用制度の実行も停止された。これま

での比較的固定的な雇用方式に大きな変化が見られ，建築施工企業が農村出

身労働者を雇用するコストは固定従業員を雇用するコストより遥かに低いこ

とから，請負業者が，農村の大量の余剰労働力から構成される農民出身契約

制労働者を雇用し編成される建築施工チームが建築業界に進出した。

中国の建築業界では，労働強度が強い，施工作業環境が悪い，低収入など

のいくつかの要因から，都市住民はこの業界への就職を回避するのが一般的

である。その一方で，社会主義計画経済期に建築産業を支えてきた労働者が

徐々に建築業界の第一線から退出した。それを補うように，大量の農村余剰

労働力が建築業界に参入し，総請負企業，専門請負企業，登録労務下請け企

業を需要側とし，農村出身労働者を主とする建築労働者を供給側とする建築

労務市場が形成された。建築業の就業方式は正規就業方式を主導とするモデ

ルから非正規就業方式を主導とするモデルに転換した。結果として，請負業

者を中間管理者とする組織モデルが中国の建築業に形成されたのである。

住宅都市農村建設部（中国の建築業を管理する国家行政機関）は，２００１

年に「建築業企業資質管理規定」６）および関連文書を公布し，建築施工企業

は，施工総請負，専門下請け，労務下請け企業の三つの異なるレベルで施工

５）中華人民共和国国務院公報（１９８４）「国務院关于改革建筑業和基本建設管理体制
若干問題的暫行規定」（第１２３号）pp．８７０～８７５。

６）住房城郷建設部WEBサイト「建筑業企業資質管理規定」，２０１５年１月２２日公布
し，２０１５年３月１日から施行された。

４ 桃山学院大学経済経営論集 第６６巻第２号



しなければならず，建築労務下請け企業の概念が初めて正式に提起された。

建築施工企業は施工総請負資質を有し，登録後，建設関連部門の許可を得

て，その資格レベルに基づいて関連する建設工事を施工総請負することがで

き，または本体工事を施工請負することができる。施工総請負を請け負う建

築施工企業は請け負う建設工事全部は本社が自ら組織して施工を行うと共

に，主体工事ではない工事または労務作業を関連する専門施工資格を獲得し

て，労務下請け作業資格を有する他の建設企業に下請けさせることも可能と

なった。

この新たに打ち出された建築施工企業管理制度は，全国において総請負施

工企業を建築市場の核心部分とし，各専門請負企業と施工企業は関連する施

工組織の任務を負担し，大量の労務請負作業を負担し，建築市場全体の基礎

である態勢を形成した。結果として，施工総請負企業，各専門請負企業と労

務請負企業はピラミッド型建築市場組織構造となった。

一方で，現場請負業者と労務請負業者の施工管理は難しくなり，現場の建

築労働者に対する効果的な管理が難しい状況が生まれた。労務請負企業と建

設労働者は雇用関係と請負関係だけであり，労働関係ではなく，労働関係主

体双方の行政的に所属関係も備えていなくて，労務下請け企業は，内部の規

制や奨励賞罰措置を通じて出稼ぎ労働者を管理する効果的な方法を有してい

ない。大半数の雇用契約または協議書類は，現場の建築労働者の代わりに

「請負業者」が労務請負企業と締結している。結果として，現場の建築労働

者に対して，雇用契約や協議書類が存在しないため，管理側は大きな困難に

至った。

労務請負企業の建築労働者は，すべてそれぞれの中小規模の「請負業者」

（包工頭）によって管理され，建築労働者は「請負業者」の指示に従うのみ

となり，労務請負企業の管理者は建築労働者の現場作業を直接管理すること

はなくなった。こうして，現場に発生する様々な問題は，労務請負企業から

「請負業者」に通知され，労務請負企業と「請負業者」の交渉と協調を通じ

て解決されることとなった。しかし，一方で，それによって現場の施工管理
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効率が低下し，工事全体の進展と工事品質に影響を与える場合も発生してい

る。

この請負業者が組織するグループは中小グループであり，建設工事全体で

統一された組織ではない。請負チームによる請負制という特徴のため，彼ら

は自分が請け負った仕事の範囲のみ関心を持ち，出来るだけ早い時間に自分

の任務を完成することに関心を持つ。そうすれば，より早く報酬を得ること

ができるからである。しかし，言い換えると，自分と関係ない作業には無関

心で，現場作業全体の協調はほぼ存在しないこととなる。例をあげると，木

工組と鉄筋工組が協力できず，対立する問題などが頻発している。

もし施工品質に厳格な要求があって，建築労働者の仕事の進度に影響する

なら，多くの建築労働者は不満を持つことになり，甚だしい場合は建築労働

者が現場から離職する事態も発生し，それによって全体の工事の進度と品質

に影響が発生することになる。

３．河南省S市におけるアンケート調査結果
３．１．河南省およびS市の概況

河南省の総面積は１６７，０００㎢である。河南省の２０２１年の戸籍人口数は

１億１，５３３万人，常住人口が９，８８３万人であり，都市化率は５６．５％である。

河南省は伝統的な農業大省であり，食糧生産大省である。農業から見ると７），

２０２２年までに，食糧生産は６年連続で過去最高を記録したが，長期にわ

たって農作物の作付構造が明らかに単一的で，しかも食糧栽培の収益性は比

較的低い。例えば，２０２２年河南省の小麦の平均単位面積当たり生産額は，１

ムー８）あたり１，３６８．６元で，これに１ムー当たり６１．１元の食糧栽培補助金が

交付される。これに対して栽培コストは１ムー当たり５７１．５元である。よっ

て，農民の手にする１ムー当たりの小麦の純収入は，年間８５８．２元と算出で

７）孫春月（２０１３）「河南省農民工市民化の発展趨勢，苦境及び対策探析」『河南教育
学院学報』２０１３年第三期 第３２巻。

８）ムー＝６．６７a。

６ 桃山学院大学経済経営論集 第６６巻第２号



きる。昨年と比べれば，純収入は２０８．９元増加し，増加率は３２．２％に達し

ているものの，農民の食糧栽培収入は出稼ぎ収入の１ヶ月程度に過ぎないこ

とになる。

２０２３年１月から３月まで，河南省住民の一人当たり可処分所得は７，８０４

元で，前年同期比名目で５．２％増加した。収入源から見ると，賃金性収入，

経営純収入，財産純収入，移転純収入はそれぞれ４．６％，７．７％，２．７％，

５．２％増加した。常住地別にみると，都市部住民の一人当たり可処分所得は

１０，８３３元で，４．０％増加した。農村住民の一人当たり可処分所得は５，０３７元

で，５．８％増加している。

長期にわたって，河南省は全国では農業大省であり，中央政府から強制的

に国家食糧倉庫に位置付けられ，長い期間の不合理的な産業構造を余儀なく

された。第一次産業の比重が高すぎ，経済発展においては収益性の低い農業

に過度に依存し，経済成長は主に第二次産業によって牽引され，第三次産業

の発展も遅滞している。従って，こうした産業構造の下では，河南省と経済

発展をとげている沿海部諸省との経済格差は依然として大きいといえよう。

これが河南省から大量の農村出身労働者が排出される大きな要因となってい

る。

建築業法人単位９）とは，河南省統計年鑑の主な統計指標から得ることので

きる建築企業の企業数の指標である。構築物の建造，設備の設置活動を行う

法人企業を指す。建築業法人企業が同時に備えるべき条件は以下の三つを満

たさなければならない。１，法的に基づいて成立し，独自の名称，組織機構，

住所があり，民事責任を負うことができる。２，独立して資産を所有し，使

用し，負債を負担し，他の単位（組織機構）と契約を締結する権利がある。

３，独立して損益を計算し，貸借対照表を作成することができる。建築業法

人単位と建築企業数は同じでなければならない。

河南省の建築業従業員数は，１９９８年の９３．８万人から，１９９９年７９．８万人，

２０００年７９．９万人と変化し，その後，２０００年から急速に増加し，２０１９年の

９）河南統計年鑑（２０２２）から引用。
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２９６．９万人がピークとなったが，その後は，２０２０年２８７．７万人，２０２１年

２８８．１万人と若干減少傾向にある（図表１参照）。

河南省S市の総面積は１０，７０４㎢，河南省総面積の約６．４％を占める。S市

の２０２１年の戸籍人口数は１，０１２万人，常住人口が７７２万人である。都市化

率は４７．２％であり，河南省全体の都市化率５６．５％よりやや低い。

河南省において登録されている建築業従業員は２８８．１万人１０）で，その中

で，S市に登録されている建築業界従業員は１１．１万人１１）に達する。

図表３はS市の都市部と農村部住民の平均の可処分所得（２０２１年）を示し

たものである。都市部住民平均の可処分所得は３４，７５８．２元であり，農村部

住民平均の１４，７８８．８元の２倍以上である。増加率から見れば，農村部増加

率が８．７％で，都市部増加率の５．８％より高くなるが，しかし，都市と農村

の格差は依然として大きい。

１０）河南統計年鑑２０２２（２０２１年の統計）から引用。
１１）ここでの数字は請負業者や下請け型組織など含まれていない。脚注６）と同じ。

図表１ 河南省建築業従業員数（万人）

資料：『河南統計年鑑』（２０２２）から筆者作成。
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３．２．アンケート調査結果

今回のアンケート調査を実施したのは河南省S市M建築会社である。この

事例が選択された理由は以下である。

河南省S市では２００３年から現在（２０２３年）まで「棚改政策」１３）が進められ

ている。「棚改政策」とは，都市の老朽化した古い住宅を改修し，貧しい家

庭の住宅環境を改善する政策である。２０１６年から，S市政府は古都内外の老

朽化した建物を取り壊し，住民を移住させた。住民にとっては住宅を失う一

方で，多額の補償金１４）を受け取った。住宅を失った住民を対象に，大量の建

築会社が当地に入り，ビルやマンションなどを建てる計画が実施された。そ

１２）商丘市統計局・国家統計局商丘調査隊編（２０２２）『商丘統計年鑑２０２２』中国統計
出版社。

１３）棚改政策は，中国国務院が，２００７年に，「国務院の都市低収入家庭住宅困難を解
決する若干意見」という文書を発表して提起した都市改造政策をさす。

１４）自分の住宅を失って，同じ大きさの新築住宅を受け取る政策はその後変更され
た。これは２０１９年以降S市政府運営が現金運用に行き詰まり，現金の代わりに，
手形を発行する方式に改められたからである。この手形はS市区内の住宅購入の
みに有効である。

指標 人口数（万人） 構成比（％）
全市常住人口 ７７２．３ １００．０
都市部 ３６４．６ ４７．２１
農村部 ４０７．７ ５２．７９
男性 ３８５．６ ４９．９３
女性 ３８６．７ ５０．０７

図表２ S市常住人口数及び構成（２０２１年末）

資料：『商丘統計年鑑』（２０２２）１２）から引用。

全体住民平均の可処分所得 都市部住民平均の可処分所得 農村部住民平均の可処分所得
金額（元） 増加率（％）金額（元） 増加率（％）金額（元） 増加率（％）
２２，６９８．９ ７．５ ３４，７５８．２ ５．８ １４，７８８．８ ８．７

図表３ S市の都市部と農村部住民の可処分所得（２０２１年）

資料：『商丘統計年鑑』（２０２２）から引用。

中国建築業における建築従業員の就業実態 ９



の一部で，無秩序な施工拡大と共に，建築業における問題が顕著となった。

河南省S市は農業中心の都市である。周囲の農民の一部は建築業に参入

し，兼業を行っている。大量の建築会社が「棚改政策」によって現地に入っ

たことで，現地の「建築従業員」人数も大幅に増えている。

３．３．現地調査データ統計

３．３．１．アンケート対象者のフェイスシート

アンケート回答者のフェイスシートは以下のとおりである（図表４）。

特徴分類 カテゴリー 人数（人） 比率（％）
性別 男性 ７５ ８５．２

女性 １３ １４．８

年齢

１８～２５歳（２５歳以下） ３ ３．４
２６～３３歳 ５ ５．７
３４～４１歳 ８ ９．０
４２～４９歳 ２２ ２５．０
５０～５７歳 ３８ ４３．０
５８歳以上 １２ １３．９

教育レベル

小学生以下 ２４ ２７．２
中学生 ３７ ４２．０
高校生 １９ ２１．６
専門学校 ５ ５．７
大学生以上 ３ ３．５

月支出金額
＊単位：人民元

１，０００以下 １４ １６．０
１，００１～３，０００ ５０ ５６．８
３，００１～５，０００ １３ １４．８
５，０００以上 １１ １２．４

年収
＊単位：人民元

０～３０，０００ ２ ２．３
３０，００１～６０，０００ １７ １９．３
６０，００１～９０，０００ ３７ ４２．０
９０，００１～１２０，０００ ２３ ２６．１
１２０，００１以上 ９ １０．３

図表４ アンケート対象者のフェイスシート

資料：アンケート結果から筆者作成。
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アンケート回答者の８５．２％が男性（７５人），１４．８％が女性（１３人）で

あった。建築労働者であるので圧倒的に男性比率が高い。年齢分布を見る

と，１８～２５歳３．４％（３人），２６～３３歳５．７％（５人），３４～４１歳９．０％

（８人），４２～４９歳２５．０％（２２人），５０～５７歳４３．０％（３８人），５８歳 以 上

１３．９％（１２人）である。「４２～４９歳」と「５０～５７歳」が全体的に約６８．０％

を占め，「１８～２５歳」と「２６～３３歳」はわずか９．１％にすぎない。近年中国

の建築業においては若年層の建築業忌避が顕著であるが，S市においてもそ

の傾向がみられる。

また，教育レベルから見れば，「小学生以下」と「中学生」の合計が

６９．２％であり，学歴は相対的に低い。さらに，年収金額から見れば，労働

強度が強い建築現場で働いて，年間に「６０，００１～９０，０００元」が一般的であ

るが，月支出金額からみると，「１，００１～３，０００元」が５６．８％（５０人）を占

め，かなり節約した生活を送っていることがわかる。

図表５ 他の都市に働きに行かない理由

資料：アンケート結果から筆者作成。
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調査では，「他の都市に働きに行かない理由」を質問した。回答では，「出

身地に両親と子供がいる」３９．０％，「沿海都市の生活等にプレッシャーがあ

る」２３．０％，「高いレベルの技術を持っていない」１８．０％，「現地での収入で

日常生活には満足できるから」７．０％，「その他」１３．０％であった。子供の

教育や両親の扶養を重視する傾向があることがわかる。一般に建築労働者は

低学歴のため，子弟の学歴を重視する傾向があり，子弟の教育に熱心である

という（図表５参照）。

結果として，図表６のように，建築企業現場の建築労働者の構成は，

８４．０％を占めるのが地元の農村出身労働者である。

３．４．建築業従業員と請負業者

図表７は，現場の建築労働者が，「請負業者」である「包工頭」を選択す

る時に重視する点である。もっとも多いのが「請負業者の信頼感」で

５３．４％を占め，次に「賃金水準（高賃金）」が２３．９％，「親友からの依頼で

断るのが難しい」が１２．５％であった。このように，賃金水準より「請負業

者」の信頼感が重要であることがわかるが，これは，一部の悪徳請負業者

図表６ 現場の建築労働者の出身分布

資料：アンケート結果から筆者作成。
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（包工頭）が，賃金未払いのまま逃亡する等のケースがよく発生しているた

めである１５）。「親友からの依頼で断るのが難しい」は，人縁，血縁，地縁に

基づいて建築労働者と請負業者で形成する「人情社会」１６）が存在しており，

いったん親友から依頼され，断ることがあれば，次回の現場施工時に，雇用

を優先されないリスクが存在するためであると考えられる。

建築労働者は「請負業者」から組織がされてはいるが，非正規雇用であ

り，不安定性が高い。日々の就業形式は「請負業者」に従って異なる工事プ

ロジェクトの間を流動しており，１つの作業任務が完了すると，「請負業者」

が再び作業任務を割り当てるのを待つ必要があり，この就業の不安定性から

すれば建築労働者が一種の失業状態にあると考えられる。

建築業に就業する建築労働者にとっては，通信技術の発達を通じて，自分

の関係ネットワークを拡大することによって就業機会を増加させ，ある程

度，人間関係ネットワークへの依存を低下することができる。しかし，多く

の現場の建築労働者は，低学歴や資金不足のため，依然として人間関係を通

じて求職しなければならないのが実態である。言い換えると，任亮亮

１５）「農民工」の賃金を支払わずに逃亡する悪徳「包工頭」や，何らかの理由（遅配
等）で逃亡せざるを得なくなった「包工頭」が現実に存在することは事実であ
る。たとえば，「安徽一包工頭拖欠農民工工資被逮捕」『新華社』２０１８年１２月２７
日，「不給農民工発工資？這個包工頭被判刑！」『大衆日報』２０２１年６月３日な
ど。

１６）人情社会は農村の人間関係社会である。相互に依存し，人間関係に基づいて，時
には法律・契約などを凌駕する行動がとられることもよく知られている。

人数 構成比

請負業者の信頼感 ４７ ５３．４

賃金水準（高賃金） ２１ ２３．９

親友の依頼で断るのが難しい １１ １２．５

その他 ９ １０．２

合計 ８８ １００．０

図表７ 「請負業者」選択時に重視する点

資料：アンケート結果から筆者作成。
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（２０２３）１７）は，「（出稼ぎ労働者達にとって）関係を運営し，請負チームに溶け

込むことによって，リスクの発生を防ぐ。」と述べているが，これも事実で

あろう。

人間関係への依存から見れば，建築業界での就業は長期的な流動性が高

く，不安定である。農村出身の建築労働者が建築業の求職の際に直面する最

大の問題は，身分，能力，学歴等の証明が難しいことである。彼らにとっ

て，高収入を希望するものの，その能力を証明できないジレンマに落ちいる

ことになる。また，再教育を受けることも時間的余裕がなく難しい。再教育

には衣食住や交通費用などのサンクコスト１８）が発生するためで，農村出身の

建築出稼ぎ労働者にとって損失をもたらすことになる。

では，請負チームに溶け込むことは可能かといえば，請負チームのメン

バーは固定的ではなく，人員移動が大きい。一つの請負チーム組織にとっ

て，管理能力がある班長，専門技術や技能を有する労働者など，一部の労働

者等は請負チームの中堅メンバーに所属しており，これらの労働者は比較的

安定している。しかし，一般の建築労働者はそうではなく，いつでも交換が

可能な人材である。

市場リスクの面からみれば，多くの建築労働者にとって最大の問題は給料

の欠配であるが，関係の強化はその遅配・欠配リスクを減少させることが可

能である。L請負チームを例にとると，長年実行されてきた賃金支払い方式

とは，毎月一部の生活費分を支払い，中秋節，９月の子弟の入学式，祝日な

どの重要な時点で賃金の一部を支給し，最後に毎年の春節の１週間前までに

残額のすべてを清算する方法であり，半ば慣習化されている。この慣習が毎

年正常に運用されていれば，建築労働者にとって，賃金の遅配・欠配の問題

は存在しない。農村では以下のような伝承がある。つまり「包工頭（坊主）

１７）任亮亮（２０２３）「双重理性：包工隊内部組織策略和运作論理」湖南行政学院報
（双月刊）pp．６１～６９。

１８）（sunk cost）すでに投資した事業から撤退しても回収できないコストのことで，
埋没費用ともいう。それまでに費やした労働力やお金，時間などを惜しんで，そ
れが今後の意思決定に影響を与えることを，サンクコスト効果と呼ぶ。
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は逃げられるが，住む住所（寺）は逃げられない」という言葉である。同

村，同郷などの地縁，血縁，人縁を基礎にして請負チームを組織している請

負業者は，逆に年末には必ず清算しなければならない立場に追い込まれる。

たとえ請負業者が建築企業から請負代金を受け取ることができなくても，自

分自身の預金等を使って，傘下の労働者に支払わなければならないのであ

る。

前述したように，建設労働者のほとんどは農村出身者から構成されてお

り，建築労働者は中国の経済発展に伴い「農民」と「労働者」の二重の身分

を持つ特殊な集団となっている。彼らはすでに農村から都市に出稼ぎのため

移動しているが，都市では彼らの存在は公式に認められておらず，都市の既

存の社会保障システムを享受できずに，都市の労務市場での弱者となってい

る。

労務請負企業と建築労働者との関係は「労務」と「報酬」の交換にすぎ

ず，行政上の所属関係は存在せず，建築労働者は請負業者チームが請け負っ

た施工任務を完成することでのみ報酬を得ることが可能となる。一般に，労

務企業の福利厚生を享受することは困難で，「請負業者」自身も自分のチー

ムの建築労働者に福利厚生を提供することはできない。

言い換えると，「請負業者」傘下の建築労働者にとっては，人間関係を維

持するために，たとえ犠牲にする部分（人間関係を維持するためのサンクコ

スト）があっても，人間関係を維持する必要があるのである。

「請負業者」の立場からは，自分の利益の一部を上部（企業側の担当者），

下部（建築労働者）両方にうまく支払うことによって自らの地位を維持して

いるのである。上部（企業側の担当者）の人間関係を維持すれば，施工でき

る建築現場は増え，自分の収入が増加する。下部（建築労働者）の人間関係

を維持すれば，施工現場の労働者需要に良好に対応でき，短時間内で施工で

きるため，企業側の信頼も築くことができるのである。しかし，そうした人

間関係が崩れれば，この微妙な関係を維持できなくなる問題もある。

中国建築業における建築従業員の就業実態 １５



４．まとめにかえて
以上，先行研究及びS市での調査事例をもとに，建築業界での「請負業

者」の存在，建築業の発展，「請負業者」に所属する建築労働者の現状，「請

負業者」を選択する要素などを具体的に明らかにしてきた。時代背景によ

り，「請負業者」はどのように変化してきたのか。また，「請負業者」が建築

業の発展にどのように影響しているのかを以下でまとめてみよう。

（１）１９５０年代から１９８０年代まで，中国建築業では国有企業労働者によ

る固定雇用制度モデルが実行されてきた。建築業における「請負業者」

は，１９８１年１０月中国共産党中央委員会・国務院１９）の「道を広げ，経済を活

性化させて都市の雇用問題を解決するための若干規定」政策から発生した。

その後，１９８４年９月国務院は「建築業界の基本建設管理体制に関する若干

の問題に関する暫定規定」２０）により，国有企業は必要な技術者等を除き，原

則としては固定従業員を募集しないと明確に規定した。結果として，施工管

理層と施工作業層との関係は市場取引関係に転換し，多くの農村出身労働者

が建築業界に参入した。

（２）こうした制度変更を契機に，「請負業者」（包工頭）は，自ら農村出

身労働者を組織し，建築業に参入した。そこには「プラス面」と「マイナス

面」が生まれている。「プラス面」とは，施工総請負企業，各専門請負企業，

労務請負企業のピラミッド型の建築市場組織構造のなかで，建築会社内部で

の短期間のみ働く農村出身労働者の募集が可能となったことである。「マイ

ナス面」は，「請負業者」は人間関係を運営し，資金，時間などのサンクコ

ストが発生し，獲得できる利益も一部を上納しなければならず，農村出身労

働者も地縁，血縁，人縁などの関係を維持するために，「請負業者」に一部

利益を与える事態となったことである。

（３）「請負業者」傘下の出稼ぎ労働者の立場から見れば，関係を維持し，

１９）中国改革信息庫（１９８１）「关于广开門路，搞活経済，解决城鎮就業問題的若干規
定」

２０）中華人民共和国国務院公報（１９８４）「国務院关于改革建筑業和基本建設管理体制
若干問題的暫行規定」（第１２３号）pp．８７０～８７５。
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請負チームに加入することで失業リスクを減少させている。同村，同郷等の

地縁，血縁，人縁に基づいた人間関係は，農村出身労働者の賃金欠配リスク

を減少させる。その結果，同村，同郷ではない「請負業者」の傘下で働くこ

とは，情報の非対称性が存在しており，自然に壁が形成されることになる。

その壁も一種のサンクコストと考えられる。

（４）アンケートとヒアリング調査から，「請負業者」傘下の農村出身労働

者は，賃金の高さより「請負業者」の信頼感を重視する傾向がみられた。ま

た，S市の建築現場では，４２歳以上の労働者が８１．８％（７２人）に達し，４２

歳以下１８．２％（１６人）よりはるかに多く，S市の建築現場の労働者の高齢

化が深刻である。建築業の農村出身労働者総数は全体的には増加傾向にある

が，その大多数が高齢者である。その一方で，高齢化により，建築業で顕在

化しつつある「労働者不足」問題は，建築労働力の供給が過剰から不足に転

換したことを示している。

こうした調査結果からは，農村出身労働者が地元で農業のみに就業するだ

けでは，家族の基本的な生活を維持することも難しい現状が理解できる。こ

れが農村出身労働者が出現する背景である。その一方で，「棚改」が終盤に

入るにつれて，S市の建設業界全体も縮小傾向となり，建設業全体の雇用動

向も厳しくなると予想される。こうした状況の中で，農村出身建築労働者の

多くは都市地域での就業が困難となり，都市から農村に戻ることも予想され

る。従来の戸籍制度２１）の障壁は，地域外出身労働者が都市に定住する選択を

制約してきた。今後，農村出身労働者の就業はどのように変化するのか，こ

２１）中国において戸籍制度が制度化されたのは１９５８年である。重工業を重視してい
た計画経済時代，都市住民の食料供給を安定させ，社会保障を充実させるために
導入されたものである。中国人の戸籍は都市戸籍と農村戸籍の２種類に分けられ
ており，例えば，農村戸籍保有者が農民工（出稼ぎ労働者）として都市に一時的
に移住する場合，当該都市の戸籍を保有していないため，彼らと同等の医療，社
会保障などを受けることができない。子弟の都市での就学もできず，そのため子
弟が就学年齢に達したら，戸籍地に帰して祖父母に委託する事例も多かった。ま
た，農村戸籍保有者が都市の大学に進学後，そのまま都市の企業に勤務したいと
思っても，戸籍の問題で就職できないことが多く，たとえ就職できても都市戸籍
保有者とは待遇が異なる等の問題があった。
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うした点についてさらに実態調査を継続していきたい。
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The Actual Working Conditions of Construction
Employees in China’s Building Industry

A Questionnaire Survey of Construction Employees in S City,
Henan Province

LI Laifeng
OSHIMA Kazutsugu

From the 1950s to the 1980s, the fixed employment system model with
state-owned enterprise workers was implemented in the Chinese
construction industry. However, a regulation by the State Council in
September 1984 clearly stipulated that state-owned enterprises would not,
in principle, recruit fixed employees, except for necessary technicians and
other workers. As a result, many rural workers entered the building
industry.
With this change in the system, “contractors” took the opportunity to
organize rural workers and enter the building industry themselves. This
has both “positive” and “negative” aspects. The positive side is that the
pyramidal structure of the construction market, consisting of general
contractors, specialized contractors, and labor contractors, made it possible
to recruit rural workers who would work only for a short period of time
within the construction company. The “downside” was that the
“contractors” had to manage human relations, incur sunk costs in terms of
funds and time, and pay a portion of the profits earned, while the rural
workers also had to give a portion of their profits to the “contractors” to
maintain human, blood, and kinship relationships.
From the perspective of the migrant workers under the “contractors,”
maintaining the relationship and joining the contracting team reduces the
risk of unemployment. Relationships based on geographical, blood, and
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personal ties, such as the same village and hometown, reduce the risk of
missing wages for workers from rural areas. As a result, working under
the umbrella of a “contractor” who is not from the same village or
hometown naturally creates a wall due to the existence of information
asymmetry. That wall can also be considered a kind of sunk cost.
Questionnaires and interviews revealed that workers from rural areas
who work under the umbrella of a “contractor” tend to place more
importance on the trustworthiness of the “contractor” than on the high
wages. In addition, 81.8%（72 workers）of the workers at construction sites
in S City were 42 years old or older, much more than the 18.2%（16
workers）who were 42 years old or younger, indicating that the aging of
workers at construction sites in S City is serious. Although the total
number of rural-born workers in the construction industry is increasing
overall, the majority of them are elderly. On the other hand, the “worker
shortage” problem that is becoming apparent in the construction industry
due to the aging of the workforce indicates that the supply of construction
labor has shifted from excess to shortage.
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１．はじめに
中国は農業大国であり，現代科学技術の農業生産への応用に伴い，農業生

産力のレベルが著しく向上し，生産量も絶えず増加している。しかし，農業

生産拡大による農業生態系への影響が徐々に大きくなるに伴って，一連の深

刻な生態環境汚染問題が発生している。例えば，化学肥料の過剰投入は地下

水の汚染や富栄養化を招き，化学農薬の大量使用は土壌と地下水の汚染を引

き起こし，大量の農作物の焼却は土壌養分の流失と大気汚染を招き，プラス

チックフィルムの広範な使用は環境汚染問題を引き起こしている。

これらの環境問題は農業生産と生態バランスに悪影響を与えるため，農業

活動が環境に与える悪影響を軽減するために有効な措置をとる必要がある。

こうした問題の顕在化のため，中国政府は，緑色農業１）技術を普及させ，有

機肥料を合理的に利用し，科学的な施肥を実行し，農地のわら資源化利用を

積極的に推進するなどの方法を通じて，農業の持続可能な発展を促進してい

る。しかし，多くの問題の改善はいまだ道半ばである。

そこで本稿では，こうした中国の農薬と化学肥料の大量投入の背景，現

状，さらに近年顕在化している課題などについて明らかにすることを目的と

中国における農薬と化学肥料の
投入拡大と土壌汚染

１）中国での呼称，日本における近い概念は「環境保全型農業」である。

キーワード：緑色農業，中国，化学肥料，土壌汚染，農薬

阮 毅 力
大 島 一 二
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する。

２．中国における農薬産業の展開
２．１．社会主義計画経済期（１９４９年～１９７８年）

１９４９年の建国当時の中国は，人口が多く経済発展が遅滞した国家であり，

当時は社会に多くの問題が存在した。特に，膨大な人口の食料問題を解決す

ることは中国政府が直面した最大の問題であった。中国政府は土地改革政策

を実施し，歴史上の地主問題を徹底的に解決するため，農地を小作農に再分

配した。この再分配により，農民の労働意欲は向上し，食糧生産量の拡大が

実現した。１９４９年から１９５３年の第一次五カ年計画期に，中国の食糧生産量

は，１９４９年の１．１３億トン，一人当たり２０９㎏から１９５２年の１．６３億トン，

一人当たりの２８５kgに急増した２）。

１９５０年代，東西冷戦の影響で国際市場が縮小し，農業資材の輸入が減少

したため，農業の生産能力を向上させる必要が生じた。その方法とは，①栽

培面積の拡大，②食料需要の縮小，③農薬・肥料投入の増加，④農薬，肥料

技術の向上，に限られた。当時の現状からみると，栽培面積の増加，農薬と

肥料の投入が最も現実的な選択であった。しかし，当時の中国の化学肥料・

農薬の生産能力と輸入数量には制限があり，問題解決は困難であった。

こうした状況を背景に，中国政府は，病虫害を防ぐため，農薬を投入する

計画を示し，その後，農薬の生産量と供給能力も徐々に向上していった。

１９５５年，毛沢東の「征询对农业十七条的意见」の第八条には，「今後七年間

で基本的に農作物に不利な虫害や病害を駆除する」と述べられており３），次

に，１９５７年１０月に公布された「一九五六年到一九六七年全国農業発展要綱

（修正草案）」では，虫害と病害を撲滅して，農薬と薬品の生産を発展させ，

品質を向上させると述べられている。このころ，中国において大規模な農薬

使用が開始されたと考えられる。

２）『中国統計年鑑』，『中国農業統計資料』１９４９年-１９５３年
３）『建国以来重要文献选编』第７册，北京：中央文献出版社１９９３年版，p４３０
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農薬開発においては，１９３８年にスイスの科学者がDDT（（ClC６H４）２CH

（CCl３））を発見し，農薬の有機合成が急速に発展した。１９４０年代に，中国

四川省の中央工業試験工業で，DDTなどの農薬の研究が開始された。１９５０

年代には，四川省瀘州化学工業で，DDTの生産が開始され，１１３トンが生

産された。ほぼ同時に，中国の華北農薬科学技術研究所，上海病虫薬品工場

が開発したHCHs（六六六）（C６H６Cl６）も生産が開始された。DDTと六六六

の研究開発と生産は中国において現代農薬工業の発展が開始されたことを示

している。この期間に，中国の瀋陽化工研究院は六六六について，農薬の産

業化の研究を展開した。六六六の生産改良に努め，大量生産を実現した。有

機塩素系の農薬（杀螨砜）と有機リン系農薬（敌敌畏）などの研究は中国の

農薬の研究のなかで早期のものであり，主要なものであった。『中国化工通

史』（第一章第七編）によれば，３，７７０ムーの試験農地内で「六六六」を

使った虫の駆除は労力の節約だけでなく，虫害も抑えたという。１９５１年に

は薬品７００トンで，１億９千万匹の害虫を捕獲したという。その後，農薬は

虫害に有効に作用したため，農民は化学農薬の利点を体得し，工業部門に農

薬生産の増加を求めた。

１９５７年に，天津市の農薬工場が中国で初めの有機リン系の殺虫剤を生産

開始した。これらの殺虫剤が農薬の柱になっていった。北京農業大学の黄

（１９５６）は『科学通報』で，「農業薬剤のわが国の農業生産における重要性と

その発展の趨勢」という論文を発表した４）。この論文は農業薬品の生産にお

ける重要性を全面的に論述し，国内外の発展状況，農薬の発展方向と今後の

農薬の趨勢，農薬毒性，人畜安全性，残留毒性，人の身体の健康に対する影

響などの方面に対して多くの意見を提出している。１９５０年代から６０年代ま

でに，中国における農薬の使用量は，１９５２年１．５万トン，５４年４．０万トン，

５５年１０．０万トン，５７年１４．９万トン，６２年２１．３万トン，６５年５４．３万トン

と急増した５）。一方，こうした努力により，１９５８年までに中国の主要食糧作

４）黄瑞纶（１９５６）『科学通報』pp７５-８２
５）『中国农业经济概要』，北京：中国农业出版社１９８２年版，p１３１
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物の生産量も大幅に増加した。しかし，農薬の使用量の増加に伴い，初期の

農薬汚染の発生もみられた。

１９５８年から人民公社が全国の農村に普遍的に設立され，１９８３年に最終的

に解体されるまで，人民公社は農村で２０年余りにわたって活動した。１９６０

年代に入ると，農薬工業は徐々に発展していった。農薬の品質管理を強化す

るため，１９６３年１０月，農業部・化学工業部・全国供給販売総公司は，共同

で国務院農林水弁公室に農薬検定所の設立を要請した。農薬検定所は１９６６

年に建設されたが，その後の文化大革命の混乱で廃止され，１９７８年に復活

した。これに加えて１９６０年代と７０年代初め，中国の主要の稲の稲疫病と小

麦のさび病の防除には主に高毒，高残留，高危険の酢酸ベンゼン水銀

（C８H８HgO２）と塩化エチル水銀（C２H５ClHg）（西力生）が使用された。これ

らの農薬は毒性が高く，使用量が多く，管理レベルが低いため，人畜の中毒

事故が多発したとされる。例えば１９６０年代，浙江省などで賽力散，西力生

（C８H８HgO２；C６H５HgOCOCH３）を混ぜた種子の誤飲による有機水銀中毒が

多発したとされる。こうしたことから，国務院は１９７２年に有機水銀農薬の

生産と輸入を停止することを決定し，１９７３年に使用を禁止した。文化大革

命の時期，農薬の発展は影響を受け，農薬科学の研究機関は解散し，人員は

下放され，農薬企業の生産は停止された。こうして中国の農薬研究は文化大

革命終了まで停止状態となった。

２．２．改革開放期における農薬産業の発展

１９７８年，改革開放政策実施後，市場は徐々に民営企業と外資企業に開放

され，多くの農薬民営企業が出現した。この時期，農業生産責任制が施行さ

れ，農民の生産意欲は極めて高くなり，農業増産を求めて，農薬の需要も高

まった。しかし，六六六，DDTなどの有機塩素系の投入により，残留農薬

問題も注目されることとなった。

１９６２年にアメリカで『沈黙の春』が発表されると，DDTの生態系への危

険が注目され，一部の農薬工業先進国はDDT，六六六類農薬の管理を強化
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し，食品中の残留基準が制定された。１９７８年に化学工部は六六六，DDTに

ついての座談会を開催した。会議ではこれらの農薬の問題点と取るべき対策

が検討され，高効率，低毒，低残留農薬品種の研究開発と生産拡大を強化

し，六六六，DDTなどの使用を早期に停止させるべきとの意見が提案され

た。この当時，中国の農薬工業にはすでに一定の農薬品種の生産基盤があっ

たため，１９８３年４月１日から六六六，DDTの生産と使用が停止された。六

六六とDDTが中国で生産・使用が停止されると，大量の新品種の海外産農

薬が中国市場に参入し，１９９３年末までに，５０余りの外国企業の２９３個の農

薬製品が導入された。国内の農薬供給を保証するため，国家は資金を農薬開

発に投入し支援した。改革開放政策と登録制度の実施に伴い，農薬の新製品

と新技術が導入され，中国の農薬工業は１９８０年代に大きな発展をとげ，基

本的な農薬工業の生産システムが形成された６）。１９９３年末までに，中国の農

薬のメーカーは約１０００社，生産した生産品は約２５００種に達した７）。

図表１のデータによると，建国初期から１９８０年代初めまで，農薬の生産

は持続的に増加し，自給自足の方向に発展してきた。前述したように，１９８３

６）「中国农药的发展历程」中国人民共和国商业部２００５-０２-１８
７）张子明（１９９４）「我国农药近年回顾与展望」『农药科学与管理』pp５-７

年度 生産量（万トン）輸入量（万トン）
１９５０ ０．０５ ０．１

１９５５ ２．６０ ０．３

１９６０ １６．２４ ２．３

１９６５ １９．２７ ３．６

１９７０ ３２．１３ ４．７

１９７５ ４２．２０ ２．８

１９８０ ５３．７２ ２．５

１９８５ ２０．４３ １．６

１９９０ ２１．０４ -

１９９５ ３６．０１ -

図表１ 中国の農薬生産量と輸入量

（出所）『中国統計年鑑』各年版から作成。
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年に中国が自国の農薬の生産量の半分以上を占める六六六，DDTなどの高

残留の有機塩素系農薬の生産を禁止した後，農薬の総生産量は急減し，有機

リン，RO（CO）NRR類などの低残留殺虫剤の生産量が拡大した。先行研究の

華（１９９６）によれば，中国建国後４０数年来の三大類農薬の主な使用品種と

数量が列挙されているが，それによれば，中国の殺虫剤の１９５０年代初めの

使用量は少なく，品種は主に砒酸鉛（H３AsO４Pb），フッ化ナトリウム

（NaF）などの無機系殺虫剤が中心であった。毒性が強いため，土壌に長い

時間残留することから，１９７０年代初めには使われなくなっている。その後，

殺虫剤の使用は次第に高効率・低残留の方向に進展し，１９７０年２２．７万ト

ン，１９８０年３４．５万トン，１９９０年１６．４万トンを示している。殺菌剤は，

１９５０年代に広く使用された殺菌剤は有機水銀類殺菌剤であった。１９５０年の

１５２トンから１９９０年の２５７７０トンに約１７０倍に増えた。除草剤は他の２種

に比べ開発が遅れている。１９７０年の１０６７トンから，１９８０年３０４０トン，

１９９０年の１３６４トンと推移した８）。これらを総合すると，農薬は殺虫剤が主

流であり，１９９０年の総使用量の６８％を占めた。

１９９７年には中国の農薬生産能力は７５．７万トンに達し，内，殺虫剤は５４．７

万トン（７２．３％），殺菌剤８．２万トン（１０．９％），除草剤１１．４万トン（１５．１％），

各種制剤の加工能力は約１３０万トンであった９）。１９９８年に農薬製造会社は約

４００社で，農薬生産能力は５０～６０万トンであった。１９９８年には５５．９万トン

の農薬を生産し，世界第２位となった。

図表２によれば，１９９０年代初めには農薬生産量は２５万トン前後で推移

し，その後，９０年代後半には急速に増加傾向を示した。

２０００年代には中国の農薬産業の発展は新たな段階を迎え，農薬投入量が

急増する一方，科学技術の発展と環境保護の意識が強化され，人々の有害物

質に対する認識も深まった（図表４参照）。

８）华小梅・单正（１９９６）「農薬使用状况及其污染环境因子分析」［J］国家环保局南
京环境科学研究所 pp３４-３８

９）毕璋友（２００５）「中国农药工业的现状及发展趋势中国农药工业的现状及发展趋势」
『安徽农业科学』２００５．０８
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２０００年から２０１４年まで農薬の使用量は大幅に増加した。農薬使用量は

２０００年の６０．７万トンから２０１４年３７４．４万トンまで急速に増加した。その

後，２０１５年から落ち込み始め，２０１５年以降は減少傾向にある。その原因は，

農薬・化学肥料の大量投入による環境汚染問題が深刻化したためである。中

国共産党第１８回中央委員会第５回全体会議では，この対策として緑色農業

の発展が提起された。２０１４年の『環境保護法』の改正および２０１５年２月に

農業部が制定した「２０２０年までに農薬使用量をゼロ成長とする行動案」は，

２０２０年までに資源節約型，環境にやさしい病虫害の持続管理の技術体系を

初歩的に確立し，科学的な投薬を行うことを明確に示している。単位の面積

当たりの農薬使用量を３年の平均値以下に抑え，化学農薬使用量のゼロ成長

を目指すというものであった。

３．中国における化学肥料の生産と使用状況
古代の中国では既に有機肥料が使われていたが，１９００年代初めから沿海

地域では海外産の化学肥料が販売され始めた。化学肥料は増産の効果が高

く，使いやすいなどの有利な点が多く，急速に普及し始めた。伝統的な有機

図表２ 中国の農薬生産量の推移（１９９０年～１９９９年）

（出所）『中国統計年鑑』各年版から作成。
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肥料との比較で新たな化学肥料は以下の特徴があった。①価格が安価，②肥

効が明確，③肥料は少量で，使いやすい。そのため，１９２０年ごろから伝統

的な有機肥料に代わって，中国の化学肥料の輸入量が大幅に増加した。当時

の税関の資料１０）から，１９２４年から１９３７年までの輸入増加が理解できる。

この化学肥料の輸入は利点もあったが，多額の外貨支出や一部に化学肥料

の使用による土壌の劣化などの問題も発生した。前者の問題を解決するた

め，中国国産の低コストの化学肥料生産が考案された。中国の窒素肥料工業

の発展は１９３０年代から始まったとされる。１９３５年に吴蘊初により天利淡気

工場が設立され，それは解放後に大連化学肥料工場に発展した。それ以外

に，鞍山と撫順の硫酸アンモニウムの加工工場の事例も有名である。また，

１９３７年２月に中国の初めの化学肥料企業「永利硫酸錏工場」が南京長江北

岸に建設され，生産を開始した。この工場は中日戦争により生産が中止され

たが，１９４９年以降生産が再開した。１９４９年当時の全中国の窒素肥料の生産

量は６０００トンにすぎなかった１１）。

１９４９年新中国が成立した後，農業発展と工業振興を重視し，食料生産を

確保するため，その基礎となる化学肥料工業の建設は重視された。窒素肥

料，リン酸肥料，カリ肥料の化学工業は大いに発展し，拡張工事が実施され

た。１９５１年に大連化学工場で生産が開始され，合成アンモニア，硫酸，硫

酸アンモニウムなどの化学工業製品の生産が再開された。

前述の永利硫酸錏工場も迅速に生産を回復し，新しい設備を拡充し，１９５８

年の総生産額は１９４９年の２３．４倍となった。１９５０年代に，中国は当時のソ

連から合成アンモニア装置を導入し，吉林化工肥料工場，蘭州化工肥料工

場，太原化工肥料工場を相次いで設置し，主に硝酸アンモニウムを生産して

いる。１９５６年，四川化学工場は中国独自に設計した合成アンモニア装置を

開発した。旧ソ連の技術を十分に吸収し，窒素質肥料の一体型の生産装置が

１０）中国第二历史档案馆，中国旧海关资料（１８５９-１９４９）［M］．北京：京华出版社，
２００１

１１）王文善（２００４）「我国氮肥工业的发展历史以及目前要研究的问题」［J］『小氮肥设

计技术』２００４（０１） pp１-３
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自主的に開発できることを示した。その後，上海呉涇，浙江衢州，広東広州

に相次いで中型の窒素肥料工場が建設された。主に硝酸アンモニウムを生産

している。その後，建設された窒素質肥料工場には主に炭酸水素アンモニウ

ム生産装置と尿素の生産装置の２種類がある。とくに，尿素工場の生産は中

国の高濃度の窒素質肥料の生産を開始したことを示した。１９６６年，四川瀘

州天然ガス化工場はイギリスから天然ガスを原料としてアンモニアを製造す

る合成アンモニア装置を導入し，１９７０年に陝西興平化学肥料工場がイタリ

アから導入し，重油を原料としてアンモニアを製造する合成アンモニア装置

も導入された。１９７０年代，中国は中型窒素肥料工場の原料が石炭を主とし，

石炭，油，ガスが並立する構造を形成した。１９７０年代は合成アンモニア工

業の大発展期であった。中国では農業生産における化学肥料の需要が急速に

増加していたため，石油・天然ガス資源の采掘に力を入れ，化学肥料工業の

建設を加速させている。１９７３年に米国，日本，オランダから合成アンモニ

アと尿素装置を導入し，１９７４年フランスから合成アンモニア装置と尿素装

置を導入した。１９７９年までに１３セットの大型肥料装置を導入し，全国に

１５３３の小窒素肥料工場が建設され，窒素質肥料工業の技術を向上させた１２）。

リン酸肥料の場合は，１９４２年，雲南省昆明で中国初のリン肥料が誕生し

たが，販売不振により半年後に生産を停止した１３）。その後，第一次五カ年計

画の時期に，中国のリン酸肥料は初歩的な発展を遂げた。１９５０年代に低濃

度のリン酸肥料からスタートし，燐鉱粉の生産に重点を置いた１４）。１９５２年か

ら１９５７年にかけて４つの小型過リン酸カルシウム工場を建設し，中国のリ

ン肥料生産が始動した１５）。１９５６年に四川楽山リン肥料工場が（CMP）肥料

１２）郭俊・师蓉・张巍・颜坤（２０１９）「中国氮肥工业发展历程回顾」『化肥工业』
２０１９，４６（０６），pp１１-１４

１３）石元亮・王玲莉・刘世彬（２００８）「中国化学肥料发展及其对农业的作用」［J］『土
壤学报』，２００８，４５（５）：pp８５２-８６４

１４）谢如林・谭宏伟（２００１）「我国农业生产对磷肥的使用现状及展望」［J］『磷肥与复

肥』２００１．１６（２）：pp６-９
１５）黄高强（２０１４）「我国化肥产业发展特征及可持续性研究」［D］中国农业大学，

２０１４
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を生産する装置を建設した１６）。１９５８年，江蘇省南京市と山西省太原市は粒状

過リン酸カルシウム装置を建設し，最初のリン肥料工業の基礎を築いた。

１９６６年，南京化学工業リン肥料工場は中国初めのリン酸二アンモニウム

（（NH４）２HPO４）工業装置を完成した。１９７５年，広西柳城燐酸塩化工場は重

過リン酸カルシウム生産装置を完成し，中国の重過リン酸カルシウム生産の

歴史を開いた１７）。１９７８年までに化学工部は欧米先進国の調査を行い，中国の

リン酸質肥工業は「自主開発と技術導入を並行して行う」という発展方針を

確定した。

カリウム質肥料については，技術と資源の二重欠乏により，中国のカリウ

ム肥料の発展は相対的に遅れてきた。１９５０年代，一部の外国の専門家は

「中国は貧しいカリウム国家であり，カリウム資源が不足している」と断言

したことがある。このような診断を打ち破るために，中国は広範な鉱学人員

と調査隊を組織し，青海塩湖で大規模な調査を実施し，大柴旦で多種のホウ

酸塩鉱を発見し，１９５８年に海西州チャル汗カリウム肥料工場と大柴旦化学

工場（青海塩湖工業株式会社）を建設した。主にホウ素砂とカリウム肥料を

生産する工場である。１９６３年，国務院は北京で全国農業科学技術会議を開

き，チャルハン塩湖に年産１０万トンのカリウム肥料工場を建設することを

確定した。

１９５８年に青海塩湖工業株式会社で初めてカリウム肥料が生産され，カリ

肥料工業の幕を開けた。１９６３年，カリウム肥料１０００トンを生産，１９６６年，

塩化カリウムの生産能力は毎年２万トンに達した。１９７８年，毎年４万トン

のカリウム肥料生産工場を建設した１８）。

このように，建国初期から改革開放期まで，中国の窒素・リン・カリウム

の化学工業は発展を経て，既に一定の工業基盤を築いた。表７からは，１９４９

１６）汤建伟・许秀成・化全县（２０１８）「新时代我国低浓度磷肥发的新机遇」［J］『磷肥
与复肥』，２０１８，３３（５）：pp８-１５

１７）张宝林（１９９６）「重过磷酸钙」［J］『化工矿山技术』１９９６（３）：p３８
１８）李刚（２０１５）「中国钾盐钾肥发展历程及“十三五”发展愿景」［J］『国土资源情

报』，２０１５（１０）：pp１０-１４
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年の食糧生産量が１．１３億トンから１９７８年の３．０５億トンまで約２．７倍に増

加し，年平均増加率は３．８％に達したことがわかる。この間，中国の耕地面

積は基本的にほぼ変化していないので１９），単収の増加が顕著であったことが

わかる。これを達成した重要な要因は化学肥料の投入である。一部が数値が

欠損しているが，１９４９年の全国０．６万トンから１９７８年の８８４万トンまで，

実に１４３７．３倍に急増したことがわかる。中国の化学工業の能力が拡大し，

化学肥料の投入が農業生産の拡大に一定の役割を果たしたことがわかる。

１９７８年以後，９億人余の人口の食料問題を解決するために，市場の需要と

供給の矛盾の中で，農業生産は化学肥料を大規模に使用してきた。この急激

な需要の拡大にともなって，中国の化学肥料工業は飛躍的な発展段階に入

り，２０１５年までに化学肥料生産量は一貫して増加した（図表３）。しかし，

化学肥料も前述の農薬と同様に，２０１５年から落ち込み始め，２０１５年以降は

減少傾向にある。いうまでもなく，その原因は，農薬・化学肥料の大量投入

１９）林鹏生（２００８）「我国中低产田分布及增产潜力研究」［D］中国农业科学院，
２００８．pp１０-１３

図表３ 化学肥料の投入量（１９９０年～２０２０年）

（出所：『中国統計年鑑』から作成）
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による環境汚染問題が深刻化したためである。化学肥料も中国共産党第１８

回中央委員会第５回全体会議において，「２０２０年までに化学肥料使用量をゼ

ロ成長とする行動案」が提起され，化学肥料投入量は減少していった。

４．中国における農業環境汚染の現状
４．１．中国農村の環境汚染

中国農村の環境汚染は５つの性質の汚染に分けられる。つまり，①農業由

来の汚染，②生産性の汚染，③生活性の汚染，④自然界の生態破壊，⑤日常

性の汚染，である（図表４）。

これらの汚染源から，現在の中国の農村の環境汚染の特徴が得られる。つ

まり，①工業企業の汚染が顕著，②家畜・家禽の汚染が顕著，③農村の生活

ごみ汚染が普遍的，④農薬化学肥料の汚染が顕著，である。

２０１４年に全国で初めて農業汚染源の調査が実施され，社会の注目を集め

２０）姜晓雨（２０１７）「我国农村环境治理的问题与对策研究」［D］．山东师范大学，
２０１７．pp１５-１７

農業由来の環
境汚染

栽培業を主とし，農作物のわらの償却，農地のマルチ膜の難分解など
である。化学肥料，農薬の不適切な使用。

生産性の環境
汚染

都市，郷鎮工業の生産活働による環境汚染と，農村自体の生産や生活
汚染物質の排出による汚染。例えば，企業がもたらす「三廃」（廃水，
排気ガス，スラグ）また，生活エネルギーは主にわらや石炭の燃焼に
依存し，大気にある程度汚染されている。

生活性の環境
汚染

農村は人口が多く，毎日大量の生活ごみが発生する。農村のごみの回
収利用技術は限られており，堆積物が耕地を占有することによって利
用可能な土地資源が減少し，ごみが分解された後，大量の有害物質が
含まれ，土壌と水源を汚染している。

自然界の生態
破壊

農村は都市に比べて生活燃料が不足し，乱開墾乱伐採を招き，植生が
水源調節机能を失い，土壌が流失している。土壌の流失はまた土壌層
に性質を変化させ，生産能力を大幅に低下させる。

日常性の環境
汚染

農民が養殖した家禽家畜は，大量の糞便などの廃棄物を発生させ，農
村の処理・利用技術が遅滞しており，汚染を招く。糞便の主な汚染物
は有機物，窒素，リンおよび病原微生物である。

図表４ 中国の農村の環境汚染の５つの方面

資料：姜（２０１７）「我国农村环境治理的问题与对策研究」２０）から作成。
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た。農業汚染源は内因汚染源と外因汚染源に分けられる。外因汚染源とは工

業汚染物が農業に与える汚染（酸性雨の危険）を指す。内因汚染源とは農薬

残留汚染，化学肥料汚染，農業マルチ膜汚染，畜禽養殖糞便汚染を指す。現

在，農業環境汚染は主に農薬汚染，肥料汚染，マルチ膜汚染，畜産汚染など

の内部汚染を指す。

中国の生態環境部と自然資源部が２０１４年４月１７日に共同で発表した「全

国土壌汚染状況調査公報」によると，現在，中国の土壌ではいくつかの汚染

が深刻であると示した。調査範囲は中華人民共和国国内の陸地国土で，調査

点はすべての耕地，一部の林地，草地，未利用地と建設用地をカバーし，実

際の調査面積は約６３０万平方キロである。調査は統一的な方法，基準を採用

し，全国の土壌環境品質の全体状況を基本的に把握した。その調査結果は鉱

工業，農業など人為的な活動が多いことが，土壌汚染が基準値を超える主な

原因となっている。現在，中国の土壌は汚染が深刻であり，有機汚染物の基

準超過状況は重金属汚染に次ぐ。このうち有機塩素系農薬六六六は０．５％，

DDTは１．９％，PAHs（多環芳香族炭化水素）は１．４％であった。このうち

DDTの重度汚染点の割合は０．２５％に達した。DDTは耕地と林地の主な汚

染物であり，六六六は林地の主な汚染物であり，多環芳香族炭化水素は耕地

の主な汚染物である２１）。

中国の農村の環境汚染の農薬汚染についての危険は以下の５つ方面２２）が含

まれる。つまり，①大気汚染，②水の汚染，③土壌の汚染，④農薬が人体の

健康に与える危険，⑤農薬の生物多様性への危険，である（図表５）。

まとめると，汚染の原因は２つの側面に由来する。１つは農薬の生産方面

であり，もう１つは農薬の施用の方面である。農薬の生産方面は以下の三つ

の方面がある。つまり，①関係部門の監督管理問題が高毒性農薬と高残留農

薬を市場に流入させたこと，②農薬の生産技術が遅滞しており，大量の「三

２１）全国土壤污染状况调查公报，２０１４年４月１７日
２２）欧冬良（２０１５）「我国农药污染防治法律制度研究」［D］．海南大学，２０１５．pp２

-７
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廃物質」が発生していること，③企業の汚染処理能力が弱く，汚染の物質が

外界に流出していること，である。

農薬の施用の方面においては，中国の農業生産の大部分は家庭請負責任制

という小規模生産モデルであるので，大部分の農民の技術程度は高くなく，

農薬の安全な使用の統一指導の不足が加わり，農薬の乱用と誤用という問題

が頻発している。

関係する統計から，現在中国の農薬使用量は世界第１位である。毎年５０

万～６０万トンに達し，そのうち８０％～９０％が最終的に土壌環境に入り，約

８７万～１０７万hm２の農地土壌が農薬で汚染されている２３）。除草剤の伸び率は

殺虫剤と殺菌剤を上回り，農薬生産量の約１／３を占めている。現在，全国の

化学除草面積は１９８０年より１０倍以上増加しており，除草剤は農薬需要総量

の３０～４０％を占める２４）。

有機塩素系（OCPs）は，高い生物富化性と増幅性，高い毒性のため，多

２３）赵玲（２０１７）「中国农田土壤农药污染现状和防控对策」［J］『土壤』，２０１７，pp
４１７-４２４

２４）梁丽娜（２００６）「我国除草剂产业现状，面临的问题及发展趋势」［J］，『中国农业

信息』２００６

大気汚染 農薬は噴霧過程で形成された浮遊物で，その一部が農産物や土壌表面
に降下し，その他の部分が大気の運動に伴って拡散することができ
る。

水の汚染 1．農地に散布された農薬は灌漑や雨水に洗われて河川や湖に流れ込
む。2．大気中または植物表面に存在する農薬は，雨水洗浄によって
土壌または水域に流入する。3．農薬工場から排出された廃水は直接
水域に入る。4．廃棄された農薬の包装物を捨てたり，池等での施薬
器具の洗浄。

土壌の汚染 土壌の汚染は主に農民の作物や直接土壌への農薬投入による。1．そ
の溶解度が低く，土壌中に残留する。2．土壌の中の農薬が土壌中の
微生物等の生態系統を破壊する。

人体の健康危険 農薬汚染は急性または慢性中毒を引き起こす。
生物多様性へ
の危険

農薬は，特定害虫の駆除により食物連鎖の破壊，生体内の毒素の蓄積
を招く。

図表５ 中国の農村の農薬汚染についての危険

資料：欧（２０１５）「我国农药污染防治法律制度研究」から作成。
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くの国で使用が禁止されている。１９８０年代半ば以降は基本的にOCPsが禁止

されているが，一部の地域では土壌中のOCPsの残留量は依然として深刻で

ある。殺虫剤が１９５０年代から１９８０年代までにOCPsを使用したことがあ

り，そのうち六六六（HCHs）は４９０万t，滴滴涕（DDTs）は４０万tで，そ

れぞれ世界の総使用量の３３％と２０％を占めている２５）。調査によると，２００４

年に渤海に囲まれた渤海沖西部地域の土壌からは様々な程度の有機塩素系農

薬が検出され，大部分の地域では土壌の有機塩素系農薬の検出率が８０％を

下回った。検出率が２０-５０％の地域もある。このうち，主な汚染物質であ

るHCHsとDDTsは，天津市中部，河北省東北部，西南部，山東省の大部分

の地域で高い残留濃度を示した（図表６）。

関係する先行論文の結果を引用すると，HCHsとDDTsは中国の多くの地

域の農業土壌にいまだ存在し，汚染の程度は依然として深刻であることを示

２５）前掲，赵玲（２０１７）
２６）杨代凤（２０１７）「我国农业土壤中持久性有机氯类农药污染现状分析」［J］『环境与

可持续发展』２０１７，pp４１-４３

図表６ 中国各地区の土壌中の有機塩素系農薬の残留状況

出所：楊（２０１７）「我国农业土壤中持久性有機氯类农药污染现状分析」２６）から作成。
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している。そして，調査結果からはDDTsの土壌中の含有量がHCHsの土壌

の含有量より高いことがわかる。

殺菌剤の場合は，大部分の殺菌剤は低効または低効農薬であるため，投与

後しばらくの間に明らかな予防と治療効果が見られる。そのため，使用過程

で使用量が数倍から数十倍に増加することが多く，殺菌剤は野菜生産の重要

な汚染源の一つとなっている。

４．２．化学肥料の過剰施肥

前述の図表３には，中国の化学肥料投入力量が示されていたが，この

２０１８年の投入総量５６５３万トンは世界の化学肥料の総投入量１８８１６万トンの

実に３分の１を占める巨大な量である。しかし，世界の耕地の総面積は

１，３９４，９７９haであるが，中国の耕地総面積は１１８，９００haにすぎない２７）。これ

は中国の化学肥料の投入量が世界標準からみても過大であることを示してい

る。

２０１０年に国家環境保護部は，「国家級生態郷鎮申告及び管理規定（試行）」

の通知を発表し，汚染状況の統計が示された。汚染状況の統計方法について

は，化学肥料施用強度（Fertilization Intensity，FI）の概念が引用された。

化学肥料の施用強度とは単位面積当たり耕地での実際の農業生産に用いる化

学肥料の使用量（窒素肥料，リン酸肥料，カリ肥料，複合肥料）の間の比率

を指す指標である。化学肥料の使用量は純度換算で計算する２８）。複合肥料の

窒素，リン，カリウムの純度を算出後，１：１：１比率で表示する２９）。

計算公式はFI ＝M ／Aである。

FIが化学肥料の施用強度を表す。Mは化学肥料の総投入量を表す。Aは農

産物の栽培面積（図表７）を表す。

２７）『世界の統計２０２１』総務省統計局 p７７
２８）この純度換算の詳しい内容は，窒素肥料，リン酸肥料，カリ肥料をそれぞれ窒素
（N），五酸化二リン（P2O5），酸化カリウム（K2O）の１００％成分で換算した数
を指す。

２９）环境保护部（２０２０）「中华人民共和国国家环境保护标准：化肥使用环境安全技术

导则」［M］．北京：中国环境科学出版社，２０１０
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統計によれば，１９８０年の窒素肥料，リン酸肥料，カリ肥料の投入は，

９４２．２万トン，２８２．４万トン，４３．７万トンであった。これに対して，２０２０年

のそれは，１８３３．９万トン，６５３．８万トン，５４１．９万トンであった。

肥料投入の構造については，１９８０年の窒素肥料，リン肥料，カリ肥料の

使用量の比率（N：P：K）は，それぞれ１：０．２９９：０．０４６であった。１９９０年に

は１：０．３２９：０．１４９を示し，カリウムの投入が増加したが，先進国の標準であ

る１：０．５：０．５との差が大きく，いまだカリウム不足がみられた。しかし，

２０２０年には１：０．５４２：０．４９８に達して標準値に近づいている（図表７参照）。

このことから，施肥構造の不均衡はすでに化学肥料の汚染原因の主な誘因で

はないことが明確であり，現在の化学肥料の汚染原因は主に農家の過剰施肥

に由来することが明確になった。

４．３．地域別化学肥料施用強度

中国の生態県と生態郷鎮の建設要求によると，化学肥料の施用強度は２５０

㎏／haの基准を超えないことが求められている。化学肥料の施用強度≦

２５０，＞２５０～３５０，＞３５０～４５０，＞４５０kg／haの変化範囲に基づいて，中国の

各省の化学肥料の投入を４種類に分類した（図表８）。それぞれ低強度施肥

年 総化学肥料の施用
強度

窒素肥料，リン肥料，カリ肥料の
使用量の比率

１９８０年 ８６．７２ １：０．２９９：０．０４６
１９８５年 １２３．６４ １：０．２９３：０．１１１
１９９０年 １７４．５９ １：０．３２９：０．１４９
１９９５年 ２３９．７７ １：０．３８１：０．２１９
２０００年 ２６５．２８ １：０．４０４：０．２７７
２００５年 ３３０．５２ １：０．４４２：０．３４７
２０１０年 ３７１．８１ １：０．４７５：０．４０１
２０１５年 ３９５．２３ １：０．５０８：０．４４３
２０２０年 ３３７．２１ １：０．５４２：０．４９８

図表７ 中国の化学肥料の施用強度

資料：『中国統計年鑑』のデータをもとに筆者作成。
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区，中強度施肥区，高強度施肥区，超高強度施肥区である３０）。この表から，

２０２１年までの化学肥料の施肥強度の状況は，北京市，福健省，広東省，海

南省，陝西省が超高強度施肥区であり，とくに北京市，福健省，陝西省の３

省市がカリ肥料の投入比率が高い。高強度施肥区は吉林省，江蘇省，河南

省，広西チワン族自治区，新疆ウイグル自治区であり，とくに吉林省，広西

チワン族自治区のカリ肥料の割合が高い。しかも，河南省・新疆ウイグル自

治区は，リン酸肥料の割合も高い。一方，江蘇省はN：P：Kの比率が１：０．３７：

０．２９であるが，総化学肥料の強度は３７５．４８と高い。その原因は窒素肥料の

投入量が過大であるためである。

天津市，河北省，山西省，遼寧省，上海市，浙江省，安徽省，山東省，湖

北省，湖南省，重慶市，雲南省，寧夏回族自治区は中強度施肥区に属する。

とくに山西省は不均衡である。内モンゴル自治区，黒竜江省，江西省，四川

省，貴州省，チベット自治区，甘粛省，青海省は低強度施肥区に属する。こ

の分析結果は，中国では過剰施肥省が大多数を占めていることを示してい

る。総化学肥料投入量が基準値を超えた省は５省で，窒素肥料の過剰投入が

３省であり，カリ肥料の投入比率が標準を超えた省は７省であった。特に，

低強度施肥区の黒竜江省がリン酸肥料とカリ肥料の投入比率は標準値より高

い。リン酸肥料の投入割合が不足している省は１１省である。

５．まとめにかえて
本稿では，中国の農薬と化学肥料の投入状況と問題点を指摘した。２０２０

年までに中国の耕地の施肥強度は３３７．２１（kg／ha）に達し，中国の安全施肥

強度の１．３５倍に達している。化学肥料投入の地域分布から見れば，中国の

中南部の汚染状況が厳しいことがわかる。特に，河南と沿海地域の一部の省

で化学肥料の投入強度がかなり強い。この結果，全国の化学肥料の汚染状況

は汚染面積が過大で，汚染状況が普遍的に存在しているため，環境汚染をも

３０）刘钦普（２０１７）「施用强度及环境安全阈值时空变化」［J］『农业工程学报』，２０１７，
pp２１４-２２１
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たらしていることが明らかである。

現在，こうした状況への対応から農薬・化学肥料の投入は減少傾向にある

ものの，事態はいまだ楽観できない。今後も注視していきたい。

化学肥料使用強度 窒素 リン カリウム N：P：K
北京市 ６２１．１８ ３３２．６５ １３９．１７ １３９．１７ １：０．４２：０．４２
天津市 ３６４．９８ １７４．９４ １０３．３７ ８６．６７ １：０．５９：０．５
河北省 ３５３．１８ １８２．７９ ８６．００ ８４．３９ １：０．４７：０．４６
山西省 ３０３．２６ １２３．８６ ９１．３９ ８８．００ １：０．７４：０．７１
内モンゴル自治区 ２３３．８２ １１５．８４ ６９．５７ ４８．３０ １：０．６：０．４２
遼寧省 ３２０．９１ １６４．８１ ７６．１９ ７９．９２ １：０．４６：０．４８
吉林省 ３６６．２８ １６６．５９ ９４．２４ １０５．４６ １：０．５７：０．６３
黒竜江省 １５０．３７ ６５．３０ ４７．２６ ３７．８０ １：０．７２：０．５８
上海市 ２７０．３８ １５６．７４ ６２．７０ ５４．８６ １：０．４：０．３５
江蘇省 ３７５．４８ ２２６．１６ ８４．４２ ６４．７６ １：０．３７：０．２９
浙江省 ３４５．５０ １９３．６０ ７９．４２ ７２．９７ １：０．４１：０．３８
安徽省 ３２８．７６ １５３．７０ ８７．２５ ８７．８１ １：０．５７：０．５７
福健省 ６１７．９１ ２８７．３０ １４８．１４ １８２．４７ １：０．５２：０．６４
江西省 １９２．７６ ８０．４３ ５５．９８ ５６．５２ １：０．７：０．７
山東省 ３４９．４８ １６５．２７ ９４．１７ ９０．０４ １：０．５７：０．５４
河南省 ４４１．１８ １９８．４８ １３２．６５ １０９．９８ １：０．６７：０．５５
湖北省 ３３５．２０ １６８．２０ ９３．３４ ７３．７８ １：０．５５：０．４４
湖南省 ２６６．３１ １２８．５７ ６０．００ ７７．７４ １：０．４７：０．６
広東省 ４９３．７３ ２３９．９８ １０９．０２ １４４．７４ １：０．４５：０．６
広西チワン族自治区 ４０５．９１ １６７．７２ ９７．９７ １４０．２１ １：０．５８：０．８４
海南省 ６２９．３４ ２７３．３０ １４１．８２ ２１４．２１ １：０．５２：０．７８
重慶市 ２６６．２７ １５３．３０ ７２．０５ ４０．９２ １：０．４７：０．２７
四川省 ２１４．０１ １１４．７６ ６１．２５ ３８．００ １：０．５３：０．３３
貴州省 １４３．９２ ７７．６２ ３４．７０ ３１．６０ １：０．４５：０．４１
雲南省 ２８１．４１ １６０．０９ ６３．６７ ５７．５１ １：０．４：０．３６
チベット自治区 １６１．７１ ７４．７３ ４９．００ ３７．９８ １：０．６６：０．５１
陝西省 ４８５．２４ ２５７．３２ １０７．３５ １２０．８１ １：０．４２：０．４７
甘粛省 ２０４．４９ １０１．２３ ６０．５３ ４２．４７ １：０．６：０．４２
青海省 ９６．２５ ５１．９２ ２５．６７ １８．６７ １：０．４９：０．３６
寧夏回族自治区 ３２４．４８ １７９．１３ ７７．７８ ６７．５６ １：０．４３：０．３８
新疆ウィグル自治区 ３９５．２２ １９８．７３ １２９．９４ ６６．７２ １：０．６５：０．３４

図表８ 中国各省の化学肥料の施用強度

資料：『中国統計年鑑』２０２１年版から筆者作成。

中国における農薬と化学肥料の投入拡大と土壌汚染 ４１



参考文献

吴琴（２００９）「嘧啶类化合物的合成及抗菌活性研究进展」『有机化学』２００９（３）：pp６８

-８２．

『中国統計年鑑』，『中国農業統計資料』１９４９年-１９５３年

『建国以来重要文献选编』第７册，北京：中央文献出版社１９９３年版，p４３０

黄瑞纶（１９５６）『科学通報』pp７５-８２

『中国农业经济概要』，北京：中国农业出版社１９８２年版，p１３１

「中国农药的发展历程」中国人民共和国商业部２００５-０２-１８

张子明（１９９４）「我国农药近年回顾与展望」『农药科学与管理』pp５-７

华小梅・单正（１９９６）「農薬使用状况及其污染环境因子分析」［J］国家环保局南京环

境科学研究所 pp３４-３８

毕璋友（２００５）「中国农药工业的现状及发展趋势中国农药工业的现状及发展趋势」『安

徽农业科学』２００５．０８

中国第二历史档案馆，中国旧海关资料（１８５９-１９４９）［M］．北京：京华出版社，２００１

王文善（２００４）「我国氮肥工业的发展历史以及目前要研究的问题」［J］『小氮肥设计技

术』２００４（０１） pp１-３

郭俊・师蓉・张巍・颜坤（２０１９）「中国氮肥工业发展历程回顾」『化肥工业』２０１９，４６

（０６），pp１１-１４

石元亮・王玲莉・刘世彬（２００８）「中国化学肥料发展及其对农业的作用」［J］『土壤学

报』，２００８，４５（５）：pp８５２-８６４

谢如林・谭宏伟（２００１）「我国农业生产对磷肥的使用现状及展望」［J］『磷肥与复肥』

２００１．１６（２）：pp６-９

黄高强（２０１４）「我国化肥产业发展特征及可持续性研究」［D］中国农业大学，２０１４

汤建伟・许秀成・化全县（２０１８）「新时代我国低浓度磷肥发的新机遇」［J］『磷肥与复

肥』，２０１８，３３（５）：pp８-１５

张宝林（１９９６）「重过磷酸钙」［J］『化工矿山技术』１９９６（３）：p３８

李刚（２０１５）「中国钾盐钾肥发展历程及“十三五”发展愿景」［J］『国土资源情报』，

２０１５（１０）：pp１０-１４

林鹏生（２００８）「我国中低产田分布及增产潜力研究」［D］中国农业科学院，２００８．pp

１０-１３

姜晓雨（２０１７）「我国农村环境治理的问题与对策研究」［D］．山东师范大学，２０１７．

pp１５-１７

全国土壤污染状况调查公报，２０１４年４月１７日

４２ 桃山学院大学経済経営論集 第６６巻第２号



欧冬良（２０１５）「我国农药污染防治法律制度研究」［D］．海南大学，２０１５．pp２-７

赵玲（２０１７）「中国农田土壤农药污染现状和防控对策」［J］『土壤』，２０１７，pp４１７-

４２４

梁丽娜（２００６）「我国除草剂产业现状，面临的问题及发展趋势」［J］，『中国农业信息』

２００６

杨代凤（２０１７）「我国农业土壤中持久性有机氯类农药污染现状分析」［J］『环境与可持

续发展』２０１７，pp４１-４３

『世界の統計２０２１』総務省統計局 p７７

环境保护部（２０２０）「中华人民共和国国家环境保护标准：化肥使用环境安全技术导则」

［M］．北京：中国环境科学出版社，２０１０

刘钦普（２０１７）「施用强度及环境安全阈值时空变化」［J］『农业工程学报』，２０１７，pp

２１４-２２１

（げん・こうりょく／経済学研究科博士後期課程）

（おおしま・かずつぐ／経済学部教授／２０２４年１月９日受理）

中国における農薬と化学肥料の投入拡大と土壌汚染 ４３



Expansion of Pesticide and Chemical Fertilizer
Applications and Soil Pollution in China

RUAN Yili
OSHIMA Kazutsugu

China is a major agricultural country, and with the application of modern
science and technology to agricultural production, the level of agricultural
production capacity has improved markedly and production is constantly
increasing. However, as the impact of agricultural production expansion on
the agricultural ecosystem gradually increases, a series of serious ecological
and environmental pollution problems have emerged. For example,
excessive application of chemical fertilizers leads to groundwater pollution
and eutrophication, the heavy use of chemical pesticides causes soil and
groundwater contamination, the burning of large amounts of crops leads to
soil nutrient loss and air pollution, and the extensive use of plastic films
causes environmental pollution problems.
Since these environmental problems adversely affect agricultural
production and ecological balance, effective measures need to be taken to
reduce the negative impact of agricultural activities on the environment. In
response to the manifestation of these problems, the Chinese government
is promoting the sustainable development of agriculture through methods
such as the dissemination of environmentally friendly agricultural
technologies, the rational use of organic fertilizers, the implementation of
scientific fertilization, and the active promotion of the use of agricultural
land as a straw resource. However, improvements in many issues are still
far from complete.
The purpose of this paper is to clarify the background and current status
of such massive application of pesticides and chemical fertilizers in China,
as well as the issues that have emerged in recent years.
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１．はじめに
近年，中国政府は農業発展のための一方策として，農産物流通システムの

改善を強化している。たとえば，２０１６年には「关于调整完善农业三项补贴

政策的指导意见」（農業における３項目の補助金政策の調整に関する指導意

見）１）を公表し，さらに２０１８年には「２０１８年财政重点强农惠农政策」（２０１８

年の財政の重点を農業強化策，農業支援政策に置く）２）を公表した。これらの

一連の政策においては，農業生産の発展，農民の所得向上，農村経済の発展

等の目標を実現するために，農産物流通の合理化がとくに重要であると指摘

している。

１９８０年代から，中国の農産物流通は，トラック，卸売市場等の流通イン

フラの未整備，道路整備の遅滞，コールドチェーン普及の遅滞などの諸要因

により効率がかなり悪く，しばしば農民の利益を損ない，輸送中の腐敗など

による農産物の損耗を深刻なものにしてきた。

また，現在は，一般に中国の農産物の流通においては，産地での生産，中

間輸送，卸売市場での売買，末端での小売という４段階を経由する必要があ

り，中国の広大な国土により形成される長距離流通ルートが流通コストを引

き上げ，輸送中の損耗を深刻なものにしている。

中国における果実流通問題の現状と課題
青島市Ｌ区Ｘ村における桜桃流通を事例として

１）『关于调整完善农业三项补贴政策的指导意见』「财农〔２０１６〕２６号」
２）『２０１８年财政重点强农惠农政策』「农业农村部财务司〔２０１８-０４-０３〕」

キーワード：桜桃販売，中国，農産物流通，インターネット通販

鐘 貽 筱
大 島 一 二
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いうまでもなく，近年では農産物流通においても電子商取引が普及しつつ

あり，従来から存在してきた農産物流通問題の解決策の一つとなっている３）。

しかし，いうまでもないが，インターネット通販自身は流通過程における商

流の効率化がその中心的課題であり，物流過程そのものの合理化に直結する

ものではないことは理解しなければならない。また，果実の電子商取引にお

いては，リンゴ・柑橘類等の比較的長時間の輸送に耐える果実は電子商取引

の対象となりやすいものの，本稿で研究対象としている桜桃は軟弱性が高

く，長時間の輸送は一般に困難であるという課題も存在する。このように，

インターネット販売には一定の制約条件が存在しており，現在の中国の農産

物流通問題を全面的に解決できるわけではない。よって，中国政府が重視し

ているように，中国の農産物流通問題は依然として解決が困難な農業・農村

問題のひとつといえるだろう。

そこで，本稿では，こうした中国の農産物流通問題の解決のための条件を

検討するために，山東省青島市Ｌ区Ｘ村の桜桃農家を対象とした農家調査の

結果から，果実の流通問題の現状と課題を明らかにしようとするものであ

る。

本稿で青島市Ｌ区の桜桃流通に注目した要因は以下の通りである。青島市

Ｌ区の桜桃産地は，近隣地域において最も有名な桜桃産地の一つであり，

「金色桜桃」などと呼ばれ，新品種の更新も進められ，市場で比較的人気の

高い果実である。しかし，桜桃の流通過程には本稿の以下の分析で述べるよ

うに様々な問題が存在するため，桜桃農家は販売方法に課題を抱え，現実の

収益性も低い結果に至っているのが実態である。また，この流通問題は，生

産者側のみならず，消費者側の問題ともなっている。今回の青島市における

聞き取り調査によれば，消費者にとって桜桃は思うように購入できない果実

の一つであり，価格も常に高い状況が存在しているという。このように，桜

桃の流通問題には深刻な課題がいくつかあり，その解決は生産者・消費者両

３）赵大伟（２０１９）「中国农产品流通渠道变革动力机制与政策导向」『农业经济问题』
２０１９年０３期，pp．２-４
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者にとって一定の意義があると考えられるからである。

本稿作成にあたって，山東省青島市Ｌ区Ｘ村において桜桃農家を対象とし

た現地調査を，２０２３年８月に実施した。今回のＸ村における調査は，主に

アンケートとインタビュー形式により，Ｘ村の桜桃栽培者５名を選択し実施

した。また適宜他の村民からも意見を聴取した。アンケート項目は，アン

ケート回答者の属性，農業収入，桜桃の主な販売方法および販売額，年間収

入中桜桃販売収入の比率，桜桃以外の作物の栽培状況，販売額，主な販売経

路，経路ごとの販売価格，新しい販売経路への意向，観光農業への期待，イ

ンターネット通販の利用の有無，インターネット通販の意向，現在直面して

いる問題，今後の要望の有無などである。

２．中国における農産物流通の現状
中国の農産物流通システムは，経済発展とともに改善されつつあるが，依

然としてその改革は遅滞しているといわざるをえない。改革・開放政策実施

以降，中国の農産物市場システムは徐々に多様化し，現在では農村の産地卸

売市場，都市の卸売市場，小売市場，農産物電子商取引，産地と小売を直接

連結する「産消提携」（いわゆる産直）など，多様な市場システムが形成さ

れつつあるが，農産物の７０％は依然として卸売市場を介して流通しており，

農産物流通の中心は卸売市場であるといえる。

関係統計によると（前掲赵大伟（２０１９）），全国には４４，０００余の農産物卸売

市場が存在し，２０１９年の農産物卸売市場の取引額は５兆７０００億元，取引量

は９億７０００万トンに達し，市場内で営業する販売店は約２４０万店，従業員

は約７００万人に達したという。中国各地には，神農集団，深圳農産物有限公

司，北京新発地農産物有限公司，玉潤控股有限公司，地利集団などの大規模

流通企業が存在しており，これらの企業が大中型の農産物卸売市場を経営し

ている。とくに，神農集団は中国各地に３５の卸売市場を経営しており，他

にも新発地有限公司は１４の卸売市場，地利集団は１０の大型農産物卸売市場

を経営するなど大規模流通企業が展開している。
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区別 販売の中心 特徴

伝統的
農産物
流通

仲買人／卸売市場 無制限，単一ルート，分散型
合作社 安定，特定商品集中，やや高価
龍頭企業 高い商品専門化
チェーンスーパーマーケット 高い利便性

新型
農産物
流通

電商プラットフォーム 高い利便性

区別 販売の中心 流通経路

伝統的
農産物
流通

仲買人／卸売市場 仲買人取引，直接市場販売
農民専業合作社 合作社が集荷し共同販売
龍頭企業 企業ブランドなどを利用した農産物販売
チェーンスーパーマーケット 農家から大規模なチェーン小売店への産直

新型
農産物
流通

電商プラットフォーム

インターネットの活用，生鮮農産物の宅配
サービス
生放送によるインターネットライブ通販
WeChatグループでの農産物予約販売

表１ 中国における近年の農産物の主な流通経路

資料：赵大伟等（２０１９）「中国农产品流通渠道变革动力机制与政策导向」『农业经济问题』
（２０１９年０３期）pp．２-４から筆者整理。

こうした大規模流通企業集団の発展は，近年，冒頭で述べたように，中国

政府が農産物の流通合理化を達成するために様々な政策を策定し，実施した

ことによって促進されている。例えば，「関於積極推進互聯網＋行動的指導

意見」（インターネットプラス行動を積極的に推進することに関する国務院

の指導意見）（２０１５年）等では，インターネット通販環境の整備と農業インフ

ラ整備の具体的推進方針が示され，これに基づいて，農産物流通円滑化のた

めのインフラ整備として，３７の国家レベル，６６の地方レベルの物流拠点

ネットワークが形成されたという（李明・赵晓飞（２０２２））。

表１は，現在の中国の主要な農産物流通経路について示したものである。

この中で，近年注目されているのは，インターネット通販およびチェーン

スーパーマーケットへの直販であり，高い利便性ために普及率も急速に向上

している。とはいえ，後述するように，特に中高年齢層はインターネット利
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用において操作上の不都合が多く，生産者側・消費者側双方とも中高年齢層

のインターネット環境へのアクセスには一定の制約も存在している点には注

意が必要である。

３．青島市における桜桃生産と流通
３．１．青島市における桜桃生産の現状

まず，今回の調査対象地である山東省青島市における桜桃の生産状況につ

いてみてみよう。中国においては，桜桃栽培に適した，いわゆる砂壌土質

（Sandy Loam）土壌の地域は比較的希少である。この結果，中国における桜

桃生産は青島市のような一部地域に限定されており，当然桜桃生産の規模も

限定されることとなる。

桜桃栽培は土壌条件，気候に大きく影響されるため，青島市一帯で広く桜

桃が栽培されているわけではない。最も適した地域は青島市東部の山間地域

であるとされている。青島市の海側の平野地帯は，気候や地形の点で桜桃の

栽培に適した地域が少なく，その結果，しだいに青島市Ｌ区の山間地域が桜

桃の主要産地となっていった。山間地は傾斜地が多く，土壌条件も良くない

ので，小麦・トウモロコシ・大豆等の一般作物の生産には適していない。し

かし，長年にわたって村民はこうした条件の悪い山間地圃場の整備を行い，

棚田状の桜桃圃場を整備してきたため，現在では，桜桃植樹に適した棚田が

形成され，それにより桜桃栽培が拡大してきたのである。現在，Ｌ区山間地

域の多くの村では村民が桜桃栽培に取り組んでおり，本稿の調査対象である

Ｘ村は，桜桃栽培が比較的盛んな地域である。

青島市Ｌ区の農家には，大規模農家と小規模農家の２つのタイプがある

が，山間地という地理的条件から，主流は小規模農家である。大規模農家は

主に青島市北部に集中しており，そのほとんどが平坦で広い農地を拠点とし

て野菜，穀物，その他の作物を栽培している。青島市の北部地域は平野が大

半を占めているため，土地が広く，大規模な農業機械化に適しており，青島

市の主要な農業地帯となっている。
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一方で，Ｌ区の山間地域は小規模農家が多い。作目としては桜桃の他，緑

茶，野菜等の栽培がみられる。前述したように，Ｌ区の山間地域に立地する

農家は，地理的制約を受け小規模生産を余儀なくされているため，大部分の

農民が価格が高い果物や農産物の栽培に注目している。その結果，多くの農

家が小規模の果樹園を経営し，リンゴ，ナシ，桜桃，緑茶などを栽培してい

るのが実態である。

現在，青島市の桜桃生産は「小桜桃」種の栽培が中心である。「小桜桃」

とは，桜桃の品種の一つで，果実が小さく，食味が良く，栽培と流通に適し

た品種である。近年の中国経済の発展により，消費者のニーズが多様化した

ため，生食用の甘みの強い，この「小桜桃」品種の栽培に徐々に転換してき

た。

現地におけるヒアリング結果から，この「小桜桃」の生産過程はおおむね

以下に分けられる。桜桃果樹は四月に開花し，暖かいと開花が早まり，寒い

と霜害の影響を受ける可能性が高まる。その後，開花後半月程度で，果実は

徐々に成熟する。収穫期の多雨は裂果などの問題が多発する可能性があるた

め，収穫適期の判断は重要な問題となる。このように，桜桃の栽培において

は，天候の変化への対応が桜桃の最終的な熟度と価格に影響を与えるとい

う。例えば，近年，青島市の桜桃栽培地域では，桜桃の発芽と成熟段階にお

ける降雨の影響が桜桃の品質に大きく影響し，これまで多くの小規模桜桃農

家に多大な損失が発生してきた。しかし，経験豊富な農家は桜桃を早期に収

穫することを選択し，桜桃は十分に成熟していないものの，事前に収穫した

桜桃を早期に販売することが可能となったため，最終的には損失をある程度

回避することが可能となったなどの事例も存在する。他の果実品種でもそう

であるように，果実生産の安定と収益拡大には当該農家の栽培技術水準が深

く影響しているのである。

３．２．青島市の桜桃流通状況

Ｌ区の農産物は，Ｌ区内の市場で販売されるほか，青島市の他区に運ばれ
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小売市場やスーパーマーケットなどで販売されている。桜桃も基本的にはそ

の流通経路を経由している。

現地調査によれば，青島地域では，桜桃の流通おいて，従来から存在して

きた経路として以下の二つの経路がある。つまり，①桜桃農家自身による地

元市場・道路上における桜桃の農家直接販売，②仲買人への販売，であっ

た。

前述したように，この地域は小規模農家中心のため，農民専業合作社等の

安定した共同販売組織が形成されておらず，現在でも桜桃を地区中心部の産

地市場・路上販売等により農家が直接持ち込む販売方法が一定のシェアを有

している。

また，これまで青島市の桜桃産地はとりわけＬ区の山間地域に集中し，農

家による直接販売が主流であったが，比較的高い価格での販売が可能なこと

から，産地仲買人が徐々にこの地域に参入し，桜桃の流通に介在してきた。

桜桃は季節性が高く，出荷の時期も限られていることから，労働力不足に悩

む多くの農家はしだいに産地仲買人への販売を増大させてきたのである。

その後，経済発展による電子商取引の活発化により，③の桜桃のインター

ネット通販も徐々に普及してきたが，インターネット通販には，輸送過程で

のトラブル発生の可能性が高く，また高齢者層のアクセスが容易ではないな

どの参入障壁が存在し，この販売方法への全面的な転換は困難と考えられ

る。

このほか，近年一部の農家が開拓した経路として，④スーパーマーケット

への直売，⑤観光客を対象とした観光農園における摘み取り販売，などの新

たな方法も展開している。

４．Ｘ村における果樹園農家の桜桃販売現状
４．１．Ｘ村の概要

調査対象となったＸ村の現在の人口は約２００人である。この中で，９５％

以上の住民は農地を経営しており，９０％以上の農民は自家の桜桃果樹園を
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開園している。つまり，Ｘ村の農民にとって桜桃等の農産物の栽培は，家庭

収入や地域経済においても重要な意味を有している。

次に，Ｘ村農民の年齢階層構成であるが，現在Ｘ村の住民の多くは高齢者

である。これは，改革・開放政策期に多くの若年層労働力が青島市内等に就

職，出稼ぎ等で流失したためである。このため，村内は慢性的な労働力不足

に直面しており，多くの住民は，桜桃の成熟とともに村内外の労働者を短期

雇用し，桜桃を収穫，各種の販売経路を利用して販売を進めている。

Ｘ村の地理環境としては，青島市の東部にあり，市内中心部からは車で約

２時間程度を要し，地域中心部からでも車で約４０分程度要する。つまり，

地理的な位置としては，市内から比較的離れた場所である。しかし，市街地

から離れているため，村の生態環境は良好である。

現地調査の際にみられた状況としては，Ｘ村の地形は丘陵地で，周辺の道

路は狭く，Ｘ村への移動はやや困難であった。山麓から山腹のＸ村までの道

路はとくに狭く，桜桃の成熟期には，産地仲買人や桜桃の観光農園を訪問す

る観光客等には不便が多い。このように，村民，観光客，仲買人などにとっ

て，Ｘ村の交通不便は深刻で，外界との交流も容易ではない環境である。

４．２．Ｘ村の調査対象農家の桜桃販売経路の現状

４．２．１．現地調査結果

調査結果は表２に示した。この表から以下の特徴が理解できる。

まず，調査対象農家（５戸）の労働力と果樹園規模であるが，表２のよう

に，各農家１～４人，桜桃樹栽培本数は１００～２００本となっている。また，販

売経路としては，前述した，①農家自身による路上販売，②仲買人への販

売，③インターネット通販，④スーパーマーケットへの直売，⑤観光農園で

の摘み取り，となっている。このほか，表２中の「高齢」は基幹的農業労働

力が年齢５０歳以上の農家をさす。これについては，５戸中４戸の基幹的農

業労働力が５０歳以上であり，高齢化が進展していることが窺える。

以下，各農家の特徴についてみてみよう。
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桜桃販売量／㎏ 桜桃販売額（万元） 販売単価（元／kg）

Ａ農家
農業労働力２人，
高齢，
桜桃樹栽培本数２００本

① ０ ０ ０

② ４００～５００ ０．９６～１．２ ２４

③ ５０～１００ ０．３～０．５ ５５

④ ３００～４００ １．２～１．６ ４０

⑤ ０ ０ ０

計７５０～１０００ 計２．５～３．３ ３３

Ｂ農家
農業労働力１人，
高齢，
桜桃樹栽培本数１５０本

① ６００～６５０ ２．４～２．６ ４０

② １００～１５０ ０．２４～０．３６ ２４

③ ５０ ０．２５～０．３ ５５

④ ０ ０ ０

⑤ ０ ０ ０

計７５０～８５０ 計２．９～３．３ ３９

Ｃ農家
農業労働力４人，
桜桃樹栽培本数１００本

① ０ ０ ０

② ０ ０ ０

③ ６００～８００ ３～４．８ ５５

④ ０ ０ ０

⑤ ４００～５００ ２～２．５ ５０

計１０００～１３００ 計５．０～７．３ ５７

Ｄ農家
農業労働力４人，
高齢，
桜桃樹栽培本数１１０本

① １０００～１１００ ４．０～４．４ ４０

② ２０～５０ ０．０５～０．１２ ２４

③ ２０～４０ ０．１～０．２４ ５５

④ ０ ０ ０

⑤ ０ ０ ０

計１０４０～１１９０ 計４．２～４．８ ４０

Ｅ農家
農業労働力２人，
高齢，
桜桃樹栽培本数１２０本

① １００～２００ ０．４～０．８ ４０

② ５００～６００ １．２～１．４ ２４

③ ２０～４０ ０．１～０．２４ ５５

④ ０ ０ ０

⑤ ５０～６０ ０．２～０．３ ４５

計６７０～９００ 計１．９～２．８ ３０

表２ 調査対象５農家の桜桃販売経路と価格

注１：①農家自身による路上販売，②仲買人への販売，③インターネット通販，④スーパーマー
ケットへの直売，⑤観光農園での摘み取り。

注２：「高齢」は基幹的農業労働力が年齢５０歳以上の農家をさす。
資料：調査結果から作成。
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平均的
販売価格
（元／kg）

利点 欠点

①農家自身による路上販売 ４０ 参入が容易 期間が集中，変動大きい，
労働力が必要

②仲買人への販売 ２４ 安定，容易 収益低い

③インターネット通販 ５５ 利潤高い 技能習熟が必要

④スーパーマーケット直売 ４０ 安定 機会少ない

⑤観光農園での摘み取り ５０ 利潤高い，
労働力節約 プロモーション活動が必要

表３ Ｘ村の桜桃販売方法と単価

資料：調査結果から筆者作成。

A農家は２００本の桜桃樹を栽培し，果樹園面積ももっとも広い。仲買人へ

の販売量がもっとも多いが，販売額はスーパーマーケット直売が高い。これ

は後者の単価が高いためである。

B農家は，路上販売量が全体の８０％を占め，重要な販売方法となってい

る。一方で，仲買人への販売，インターネット通販も少量みられる。

C農家は労働力に恵まれ，年齢も若いため，収穫した桜桃全量をインター

ネット通販と観光摘み取りで販売している。

D農家も収穫した桜桃全量をインターネット通販と観光摘み取りで販売し

ている。これらの販路は単価か高いため，５戸のなかで販売額がもっとも高

い。

E農家は，仲買人への販売量がもっとも多く，一部，観光摘み取り，イン

ターネット通販で販売している。

４．２．２．主要な販売経路と単価

このように，現在Ｘ村でみられる桜桃の販売経路は，①農家自身による路

上販売，②仲買人への販売，③インターネット通販，④スーパーマーケット

への直売，⑤観光農園での摘み取り，の５種であった。この各販売経路の平

均販売価格を比較したものが表３である。
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この５種の中では，②の仲買人への販売方法の価格がもっとも低く（２４

元），他の方法との比較で農家の収益もかなり限られている。しかし，仲買

人への販売は，農家にとってもっとも容易な販売方法である。これは農家庭

先での仲買人への売り渡しが可能で，販売に労働力や技術を必要としないか

らである。

これにたいして，①農家自身による路上販売とは，桜桃農家が周囲の道

路，あるいは地区中心市場で販売することをさす。従来から存在するもっと

も普遍的な販売経路であり，平均価格も４０元と仲買人への販売に比べ高い。

しかし，自家労働力で販売を行わなければならないため，しばしば労働力不

足問題が深刻である。また，雇用労働力でこの販売方法を選択すると雇用コ

ストが発生することになる。しかも現地でのヒアリング結果によれば，小規

模農家の場合は，農家間のつながりが弱く，情報交換も少ない。また，桜桃

の販売に関しては，その軟弱性により当日のうちに大部分を販売しなければ

ならない事情もある。これは多くの場合，農家が冷蔵施設を有していないた

めである。この結果，多くの桜桃農家は，損失の拡大を避けるため，観光客

等の来訪が途切れる夕方に桜桃を値下げして安価で販売することを余儀なく

される。こうしたことから，通常の状況では，４０元程度で販売できるもの

の，１日の最後の時間に販売する場合は，通常の販売価格の１０％程度とか

なり安価となり，いわゆる投げ売り状態となることもあるという。このよう

に，農家にとって自家販売のリスクはかなり高い。

④のスーパーマーケットへの直売は，価格も比較的高く（４０元），販売に

要する労働力も少なく，リスクも少ないが，スーパーマーケットとの交流機

会が限られていること，交渉が必要なことなどの制約条件があり，実際に

行っているのは一部の農家に限られている。

③のインターネット通販と⑤の観光農園での摘み取りは，前述したように

新型の販売経路である。この二つの販売方法の販売単価は高い。しかし，イ

ンターネット通販はインターネット技能の習熟が一般にやや困難であり，と

くに高齢者にとっては容易ではない。観光農園での摘み取りも販売単価は高
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いが，消費者へのプロモーション活動の展開も課題となる。

このように，５種の販売経路はそれぞれ利点と欠点を有しており，各農家

は所与の耕地面積，労働力，販売技術の制約の中で，適宜選択を行っている

ことがわかる。

５．まとめにかえて
以上の調査結果から，現在存在している課題を整理すると以下のようにな

ろう。

桜桃販売においては，いくつかの特殊性があると考えられる。この中で，

もっとも重要な特性はすでに指摘した桜桃果実の脆弱性であると考えられ

る。この特性のため桜桃は長時間の輸送に適しておらず，通常の輸送中に品

質の劣化が容易に発生する。そのため，桜桃は他の果物の販売と比べて，短

時間での物流システムが必要となる。できれば，収穫した当日中に消費者に

到着することが望ましく，この時間であれば鮮度を維持することができる。

そのため，桜桃のインターネット販売はやや難しく，販売範囲も限定され

る。こうしたことから，仲買人への販売という伝統的な販売方法が駆逐され

ずに残存することとなるのである。

また，桜桃販売の今ひとつの特徴は，販売時間の限定が強く，１年間のう

ちごく限られた数週間に販売が限定されることである。こうしたことから，

桜桃共販組合のような組織の結成はやや困難で，農家は１年間のうちのわず

か数週間に，ほぼ農家単独で販売業務を完成させなければならない。これは

小麦・トウモロコシ・他の果樹との比較で大きな限定条件である。

今回の調査結果からは，販売経路別に見れば，仲買人への販売は単価が安

く，新型販売ルートは販売単価が高いことが判明したが，前述したように，

農家にとって販売価格が不利な仲買人への販売が完全に駆逐されるかといえ

ば，必ずしもそうではないことがわかる。それは仲買人への販売を継続して

いる農家が，労働力面での限定，インターネットへのアクセス面での障害，

スーパーマーケット直販へのアクセスの限界などという問題を抱えているた
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めである。

今回の現地調査では，５戸農家の調査に加えて，他の農家のインタビュー

も実施した。そこでは，観光農業への期待，インターネット通販の利用有

無，意向，現在直面している問題，今後の要望の有無について自由に述べる

形式とした。その回答としては，「観光農業を発展させたいと思っているが，

どう進めてよいかわからない」，「インターネット利用農家を羨ましいと思う

が，やり方がわからない」，「今後は観光農業がもっと発展して，飲食と収穫

を同時に楽しめるようになることを願っている」，「現在はインターネットが

本当に便利なので，インターネットでの果実の販売拡大を希望する」等の回

答が挙げられた。

これらの回答をみても，インターネット通販や観光農業への期待を述べる

回答が多いが，それらを進めるためには，まず障害となっている，中高齢者

を主な対象とするインターネット技術教育，観光農業のノウハウに関する教

育，さらにはそれらを可能とする共同組織の育成等が必要であることが明ら

である。桜桃の適正価格で円滑な流通を実現し，農家，消費者両者の利益を

実現するため，現地政府にはこうしたインフラ整備，教育啓蒙活動，組織の

育成などが求められる。
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Current Status and Issues of
Fruit Distribution Problems in China

A Case Study of Cherry Peach Distribution in X Village,
District L, Qingdao City

ZHONG Yixiao
OSHIMA Kazutsugu

In order to examine the conditions for solving the problems of
agricultural product distribution in China, this paper presents the results of
a farmer survey of cherry farmers in Village X, District L, Qingdao City,
Shandong Province, to determine the current status and problems of fruit
distribution problems.
There are several peculiarities in cherry marketing. The most important
characteristic is the fragility of the cherry fruit. Because of this
characteristic, cherry are not suitable for long transportation and quality
deterioration can easily occur during normal transportation. Internet sales
of cherry are therefore somewhat difficult and the scope of sales is limited.
This is why traditional sales methods have not been eradicated and will
remain.
Another feature of cherry sales is that the time of sale is strongly
restricted, and is limited to only a few weeks in a year. Because of this, it is
difficult to form an organization such as a cooperative for the sale of
cherry, and farmers must complete their sales operations almost entirely
on their own during only a few weeks of the year. This is a major limiting
condition compared to wheat and corn.
The results of this survey revealed that, by sales channel, sales to
middlemen have lower unit prices and the new sales route has higher unit
prices, but this does not necessarily mean that sales to middlemen, whose
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sales prices are disadvantageous to farmers, will be completely eradicated.
This is because farmers who continue to sell to middlemen face problems
such as limited labor, obstacles in terms of access to the Internet, and
limited access to direct supermarket sales.
Therefore, it is clear that while Internet mail-order sales and cherry
sales through tourism agriculture are advantageous in terms of price, in
order to promote such sales, it is first necessary to educate the middle-
aged and elderly, who are the main obstacle, on Internet technology, and
on the know-how of tourism agriculture, as well as to foster cooperative
organizations that can make such sales possible. It is clear that these are
necessary to educate the middle-aged and elderly about Internet
technology and tourism farming know-how. In order to realize the smooth
and inexpensive distribution of cherry and realize the benefits for both
farmers and consumers, the local government is required to develop such
infrastructure, conduct educational activities, and foster organizations.
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１．はじめに
周知のように，日本社会は長期にわたって人口減少，少子高齢化が進み，

労働市場に深刻な人手不足がもたらされている。こうした動向は，１９９０年

代から次第に深刻となり，新型コロナウイルスの感染拡大がほぼ収束した現

在，いっそう顕著となっている。多くの業界で，発展の制約要因として労働

力確保の困難さが指摘されている。

こうした状況の中で，外国人労働者受け入れに対する日本政府の従来まで

の基本姿勢は，高度な技能・経験を有する，いわゆる「高度外国人材」につ

いては国際競争力強化の観点から積極的に受け入れる一方，いわゆる「非熟

練労働力」の受入れは労働市場や日本社会に与える影響などに鑑み慎重なも

のとなってきた１）。

しかし，現在の日本社会は，高齢者が増加する一方で，若年層の労働人口

は減少しているため，企業は新たな人材を確保するのが難しい状況にある。

とくに，農業，食品加工業，縫製業，宿泊業，飲食サービス業，介護関係な

どの一部の業界などにおいては慢性的な人手不足が深刻である。

ミャンマーにおける
日本への労働者派遣の実態
日本への送り出し機関調査を中心に

１）濱野恵（２０１５）４５ページ。

キーワード：外国人労働力，外国人技能実習制度，ミャンマー，送り出し機関，失踪

ティンティンカイン
大 島 一 二
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このような労働力不足の顕在化のなかで，日本政府は単純労働力の一部に

ついてこの導入を事実上認めていく方針を徐々に示してきた。つまり，１９９３

年の「外国人技能実習制度」を創設に始まる一連の制度緩和の進展である。

この外国人技能実習制度の目的は，発展途上国の経済発展と産業振興に貢献

できる人材を日本で育成し，彼らに日本の高度な技術，知識を学び習得する

機会を提供することとされているが，しかし，よく知られているように，こ

の技能実習制度は，表面上は日本の国際貢献を強調しているものの，現実に

は日本国内の一部業種の，とくに中小企業における深刻な人手不足を補う労

働力供給を目的としたものであり，制度の目的と現状が大きく乖離したもの

であった。

その後，日本社会の高齢化と少子化の進展により，さらなる制度緩和が進

められた。つまり，２０１９年４月には，新たな在留資格「特定技能」が創設

され，さらに積極的な外国人労働者の受け入れと滞在期間の長期化が進めら

れ，また，技能実習制度においても転職の検討など制度の緩和が進められて

いる。こうしてこの問題は，日本社会において多くの国民の関心を集める事

象となりつつある２）。

このように，近年では，新型コロナウイルスの感染の収束とともにますま

す人手不足が顕在化しており，日本政府の産業競争力会議などにおいても，

少子高齢化に伴う人口減少や特定分野での人手不足に対応するため，幅広い

分野で外国人労働者の受け入れをさらに進めるべきとの見解が示されるよう

になり３），こうした受け入れ拡大方針は今後も継続するものと考えられる。

つまり，前述したように，かつて日本政府は，専門的・技術的労働者の外国

人労働者の受入れを積極的に推進し，円滑な受入れを図っていく一方，非熟

練労働者の受入れは「十分慎重に対応する」，すなわち，原則受け入れない

という立場を示していたが，すでに技能実習制度，特定技能制度等の在留資

２）出入国在留管理庁：『新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004251.pdf

３）前掲，濱野恵（２０１５）４５ページより引用。
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格の拡充によって，実態として非熟練労働者の受け入れが拡大してきたので

ある。

総務省によると日本の生産年齢人口（１５歳～６４歳）は，１９９５年の８，６６４

万人をピークに減少に転じ，２０２１年１月１日時点では，すでに７，３１８万人

にまで減少している。こうした生産年齢人口の急激な減少により，労働力不

足による経済規模の縮小など様々な社会的・経済的課題の深刻化が懸念され

るなか４），もはや建前だけでは経済が維持できない状況となりつつあるもの

と考えられる。

本稿作成にあたって，本研究チームは，東京都，岐阜県，大阪府，和歌山

県，奈良県等の複数の監理団体を訪問したが，新型コロナウイルスの感染収

束後，監理団体関係者および関係企業の所感を通じた人手不足感の現状につ

いては，全規模・全産業において人手不足状況が高まっており，とくに，中

小企業において，また，業種としては農業，製造業，建設業，漁業，外食産

業，縫製業などで高まっていることを聴取することができた。こうしたこと

から，現在の日本経済，社会にとっては，外国人労働力を「受け入れるか否

か」が問題なのではなく，すでに「どのように受け入れるべきか」という点

が重要な関心事となりつつあると考えられる。

こうした情勢を背景に，先行研究においてもそうした研究が多く公表され

ている。たとえば，相后正（２０１３）５）によれば，「それらの分野で外国人労働

者の受け入れを拡大することは，日本にとって効率的であり有益である。ま

た，送り出し国側の利益にもなるとすれば，日本の外国人労働者受け入れ

は，双方に利益をもたらすと思われる。特に，アジアの発展途上諸国への技

術移転，あるいは日本文化を広め，日本への理解と信頼を高めていくという

観点から，発展途上国に対して貢献できる役割の一つとして考えられる。す

なわち，少子高齢化と人口減少に対応し，２１世紀の１００年を外に向けて

４）総務省：『今後の日本社会におけるICTの役割に関する展望』
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r 04/html/nd 121110.
html

５）相后正（２０１３）６４ページ。
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「開かれた日本の社会」として構築することは発展国の経済発展にも寄与す

る有効な政策の一つであろう。」と積極的な受け入れ拡大論を展開している。

また，大島一二・西野真由（２０２０）６）によれば，こうした「外国人労働者数

が今後も長期にわたって，増加傾向が続くと予想されるため，今後，日本は

外国人労働力の受け入れについて長期的にどのように対応していくのか，単

純労働力を制度的にさらに受け入れるのか否か，また，他のアジアの外国人

労働力受け入れ国・地域との競合はどうなっていくのかなど，外国人労働力

受け入れに関する根本的な方針の確定，さらには，制度面での整備が，もは

や喫緊の課題となっている」と指摘し，受け入れ拡大に対応して，さらなる

制度面の整備，拡充が必要であると述べている。

こうして，日本政府の方針が受け入れ拡大に大きく転換するなか，もう一

つの重要な論点として，日本への労働者送り出し国・地域の現状，とくに送

り出し機関の状況を詳細に知る必要性が指摘できる。これは，たとえば，派

遣国の送り出し関連制度（派遣者本人および家族の派遣手数料等の経済的負

担，現地での日本語教育システムのあり方，派遣機関の派遣後の支援体制の

在り方等）が，来日後のトラブルの発生，さらには失踪等につながることが

知られているからである。

そこで，本稿７）では，最近，日本への労働力送り出しにおいて送り出し人

数が増加傾向（後述第２図参照）にあるミャンマー連邦共和国（Republic of

the Union of Myanmar，以下「ミャンマー」とする）の労働力海外送り出

しにかかわる制度，送り出し機関の状況について調査を実施し，その実態と

課題について明らかにしたいと考える。ここで，ミャンマーの派遣機関に注

目するのは，後述するように，近年ミャンマーから日本向けの派遣が増加し

ているのにたいして，ミャンマーの派遣機関に関する先行研究は少なく，不

明点が多いためである。

６）大島一二・西野真由（２０２０）３ページ。
７）本稿は，１９K０６２６５および２３K０５４３７（研究代表者，大島一二）の成果によるもの
である。
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本稿作成にあたって，２０２４年２月，３月に対面およびオンライン方式で現

地調査を実施した。

２．ミャンマーの労働力送り出し政策の概要
２．１．ミャンマーの概要と経済状況

ミャンマーは，東南アジアの西部に位置し，人口は約５，４００万人をこえ，

人口規模は比較的大きい。バングラデシュ，インド，中国，ラオス，タイと

国境を接し，国土面積は約６８万㎢と日本の約１．８倍である。広い国土に豊

富な天然資源を有し，天然ガス，各種鉱物の採掘が可能で，農林漁業も盛ん

である。主要な民族としては，ビルマ族が約７０％を占め，その他に，シャ

ン族，カレン族，カチン族，チン族，モン族，ラカイン族，カヤー族等１３０

以上の少数民族から構成されている８）。

首都は２００６年に遷都され，ヤンゴンの北約３２０km，国土のほぼ中心に位

置するネピドーとなっているが，経済的な中心地はかつての首都ヤンゴンで

ある。ミャンマーは１９世紀に英国領となり，１９４８年には独立を果たした

が，１９６２年に国軍のクーデターによって社会主義政権が成立し，閉鎖的な

政策のため経済が長く停滞した。その後，１９８８年に全国的な民主化要求デ

モによって社会主義政権が崩壊したが，国軍がデモを鎮圧して政権を掌握

し，長く軍事政権が続いた。２０１１年には民政移管が行われ，さらに２０１５年

１１月の総選挙で，アウンサンスーチー氏（以下，「スーチー氏」とする）率

いる国民民主連盟（National League for Democracy，以下，「NLD」とす

る）が大勝し，翌２０１６年３月には，スーチー氏を国家最高顧問とする新政

権が発足した。２０２０年１１月の総選挙でもNLDが勝利し，引き続き政権を担

うことになったが，２０２１年２月１日，突如として国軍がスーチー氏らを拘

束し，政権掌握を宣言し，その後国内情勢の不安定化が継続している９）。

８）国際協力銀行：「ミャンマーの投資環境」
https://www.jbic.go.jp/ja/information/investment/inv-myanmar 201808.html

９）外務省：ミャンマー連邦共和国（Republic of the Union of Myanmar）基礎データ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/data.html#section 1
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経済情勢としては，２０１１年３月の民主化以降，主に製造業を中心に外国

投資件数が急増し，欧米による経済制裁の緩和と相まって，年平均８％を超

える経済成長を続けてきた。しかし，２０１５年７月に発生した洪水の影響に

より，一時経済成長率が７．０％程度まで停滞した。その後，２０１６年１０月に

新投資法が成立し，同月には米国による経済制裁が全面的に解除されたこと

を受け外国直接投資の増加が見込まれていた。しかし，国際通貨基金

（IMF）によると，２０２０／２１年度のミャンマーの実質GDP成長率は，マイナ

ス１７．９％と大きく低下した。これは前述した国内の政治情勢の悪化，およ

び新型コロナウイルスの感染拡大などの影響を大きく受けたものであった。

一人当たりGDPは１，３０７ドル（２０１６／１７年度 IMF推計），約１，１０５ドル（２０２１／

２２年度，IMF推計）と，IMFが推計値を公表している１９９８年以降，ASEAN

域内では最低水準となっている１０）。

なおIMFは２０２２年４月 に，２０２１／２２年 度（２０２１年１０月～２０２２年９月）

の実質GDP成長率を１．６％とする経済見通しを発表し，今後もミャンマー

の経済成長見通しは厳しい状況にある。

現在のミャンマーでは，新型コロナウイルスの感染拡大の影響による観光

客の減少や出稼ぎ労働者からの送金減少に加え，政変以降，諸外国や国際機

関からの援助停止，外国企業による新規投資の低迷により，国内経済が大き

く停滞し，国内の外貨不足が深刻となっている。こうした事態に対応するた

め，ミャンマー中央銀行は２０２１年９月に輸出で得た外貨のチャットへの交

換を義務付ける通達，１１月には輸出代金を出荷日から９０日以内に国内の外

貨口座に入金することを義務付ける通達を出し，各種金融規制措置を実施し

ている。さらに２０２２年４月以降は原則すべての外貨をチャットへ両替する

ことを義務付け，国内取引でのチャットの使用を義務付ける等の措置が取ら

れ，より厳しくなっている１１）。こうしたことから，ミャンマーの経済運営は

１０）厚生労働省：「東南アジア地域にみる厚生労働施策の概要と最近の動向（ミャン
マー）」２０１６海外情勢報告 ３７９ページ。
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/17/dl/t 5-05.pdf

１１）JETRO（２０２２）「世界貿易投資動向シリーズ」
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第１図 ミャンマーの１人当たりGDPの推移

出典：World Bank national accounts dataをもとに筆者作成。
https：//graphtochart.com/economy/myanmar-gdp-per-capita-current.php

今後も困難さが継続すると考えられる。

第１図は，ミャンマーの１人当たりGDPの推移を示したものである。こ

の推移からは，２０２０年の１人当たりGDPが最も高かったが，その後は新型

コロナウイルスの感染拡大，政変の影響もあり，停滞していることがわか

る。

２．２．ミャンマーの外国労働者送り出し政策と日本への派遣

日本とミャンマーの技能実習制度に係る連携は，アジア通貨危機の翌年に

当たる１９９８年にミャンマー政府と日本のJITCO（国際人材協力機構）の間

で締結されたR／D（討議議事録）に遡ることができる。その後，２００６年か

ら２０１２年までの間，実習生の送り出しは停滞していたが，新R／Dが締結さ

れた２０１３年以降は増加傾向にある１２）。今回の調査対象である複数の送り出

し機関によれば，技術力が高く，労働者保護施策が整備されている日本にお

いて技能実習を通じて技能を習得したいという派遣希望者は多いという。

１２）JITCO「ミャンマー：送出し国事情」
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/send/myanmar/index.html
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第２図 ミャンマーからの実習生在留人数

出典：法務省在留外国人統計をもとに筆者作成。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_touroku.html

２０１８年４月には技能実習に関する協力覚書がミャンマーと日本の間で締

結され，９月には介護分野への実習生の送り出しがミャンマーで承認されて

いる。また，特定技能に関しても２０１９年３月には，「「特定技能」を有する

外国人材に関する制度の適正な実施のための情報連携の基本的枠組みに関す

る協力覚書」がミャンマー政府と日本の間で締結されており，ミャンマーか

ら日本への技能実習生や特定技能での送り出しについては今後も増加が見込

まれている１３）。

第２図は，日本のミャンマーからの技能実習生在留人数の推移である。新

型コロナウイルスの感染拡大の影響により，２０２１年にいったん減少がみら

れたものの，その後は大きく受け入れ人数が増加していることかわかる。

２．３．ミャンマーから海外への労働力派遣

前述した経済不振による厳しい国内雇用情勢により，ミャンマーでは若年

１３）出入国在留管理庁「ミャンマーとの協力覚書」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri 06_00105.html

６８ 桃山学院大学経済経営論集 第６６巻第２号



層人口が豊富であるにもかかわらず，国内に十分な雇用の受け皿が存在しな

い問題が顕著である。人口は，約５，４００万人であり，世界では２５位，

ASEANの１０か国では５番目に大きな人口を抱えるが１４），国内における就業

機会はかなり限定されている。

しかし，アジアの他の主要国と比較すると，今後も安定的・長期的に若い

労働力の供給が可能であり，実際にタイ，シンガポール，マレーシアといっ

た近隣諸国にたいして多くの出稼ぎ労働者を派遣している。ASEANの中で

も，ミャンマーの平均年齢は２９歳と若く，これは人口５，０００万人以上の国

に限定して見た場合，第１表のとおりフィリピンに次ぐ第２位となり，豊富

な若い労働力が存在していることがわかる１５）。

なお，人口ボーナスの面から見た場合でも，今後，ASEAN諸国のなかで

１４）国際協力銀行（２０１８）「ミャンマーの投資環境」
１５）椎野幸平（２０１５）「人口ボーナス期でみる有望市場は」ジェトロセンサー ２０１５

年３月号

国名 平均年齢※１ 人口※１ 人口ボーナス
＊終了年※２

一人当たり名目
GDP（USドル）※３

フィリピン ２５．７ １億８１１万人 ２０６２年 ３，６２３

ミャンマー ２９．０ ５，４０５万人 ２０５３年 １，２２７

インドネシア ２９．７ ２億７，０２６万人 ２０４４年 ４，７９８

ベトナム ３２．５ ９，６２０万人 ２０４１年 ４，０８６

タイ ４０．１ ６，９６２万人 ２０３１年 ７，０６９

日本 ４８．９ １億２，３７３万人 ２００５年 ３３，８５３

第１表 ASEANのうち人口５，０００万人以上の国の平均年齢等

資料：椎野幸平（２０１５）をもとに筆者作成。
注：※１ ASEAN人口GDP https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000127169.pdf
※２ 椎野幸平（２０１５）「人口ボーナス期でみる有望市場は」ジェトロセンサー２０１５年３月号

https://www.jitco.or.jp/ja/regulation_skill/consultation/3618/
※３ 世界の経済・統計 情報サイト：「アジアの一人当たりの名目GDP（USドル）ランキン
グ」（２０２３年１０月）をもとに筆者作成。
https：／／ecodb．net／ranking／area／A／imf＿ngdpdpc．html
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本格的な人口ボーナス期１６）を迎えるのはインドネシア，マレーシア，ミャン

マー，フィリピンに限られる。具体的には，インドネシア２０４４年，マレー

シア２０５０年，ミャンマー２０５３年，フィリピン２０６２年まで人口ボーナス期

が継続すると予測される。第１表のとおり，ミャンマーの人口ボーナス期の

終了年は２０５３年と推計され，これも人口５，０００万人以上のASEAN諸国で

は，フィリピンに次ぐ２位となっており，かなり長期にわたって，一定の生

産年齢人口（１５歳以上６５歳未満）の確保が期待できる国の一つである。

２の最後に，ミャンマーにおける「海外労働者証明カード（Overseas

Worker Identification Card）」（以下では現地での呼称にもとづいて「ス

マートカード」という）について説明する。このカードは，技能実習生の送

り出しにも関わるミャンマー独自の制度である。

ミャンマーでは，海外労働者は海外雇用法１２条に基づき，労働・入国管

理・人口省が発行するスマートカードの取得が義務付けられている。前述し

たように，日本の技能実習制度は労働を目的としたものではないが，技能実

習生が日本に渡航する際にも，スマートカードの取得が求められる。手続き

の流れは第３図を参照いただきたい。なお，労働目的のためにミャンマーか

ら出国する際には，通常の出国審査とは別に，スマートカードの所持確認が

行われる。

また，スマートカード取得の際に，ミャンマー労働省による事前講習

（ミャンマー労働省が行う海外で働く予定の方に行う２日間の講習をさす，

「ミャウダゴン講習」と呼ばれる）を２日間受講することも必要とされてい

る。講習では関係法規，規則および罰則規定などの説明を受ける１７）。

１６）人口ボーナス期をどう定義するかについては，以下三つの考え方がある。①生産
年齢人口が継続して増え，従属人口比率の低下が続く期間，②従属人口比率が低
下し，かつ生産年齢人口が従属人口の２倍以上いる期間，③生産年齢人口が従属
人口の２倍以上いる期間。

１７）在ミャンマー日本国大使館への提出書類は以下のとおりである。１．Demand
Letterの写し，２．実習実施機関から監理団体への求人票の写し，３．監理団体の
履歴事項全部証明書（原本 ６か月以内発行のもの），４．監理団体概要書，５．実
習実施機関の履歴事項全部証明書（原本 ６か月以内発行のもの），６．送り出し機
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関と監理団体の契約書の写し，７．実習実施機関概要書，８．雇用契約書，雇用条
件書，９．監理団体と実習実施機関からの誓約書，１０．就業時間外の携帯電話や
インターネット等の使用許可，１１．年金還付手続きに関する協力書，１２．技能実
習生が実習する場所の写真，１３．会社全景，会社内部，作業場所，実作業が分か
る写真（作業写真，手元の写真等），１４．技能実習生が居住する場所の写真，全
景，各部屋，台所，食堂，洗濯場，洗面，トイレ，浴室（どんな家具や家電があ
るか分かる写真），間取り図，各部屋，入居人数，通勤手段，通勤時間等も記載
の事，１５．実習実施場所の地域を示した地図，日本地図レベルで都道府県と所在
地がわかるもの，１６．（介護のみ）言語能力レベル毎の給与（N４，N３，N２に分け
て給与を記載），※特定技能の場合は２，３，４は不要。

第３図 スマートカード取得までの流れ（技能実習生の場合）

資料：H社の情報提供より筆者作成。
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技能実習希望者は，送り出し機関を通じてデマンドレター申請許可証を

ミャンマー労働省に提出し，まず，前述のミャウダゴン講習を技能実習生本

人が受講する必要がある。受講後，送り出し機関から以上の書類をミャン

マー政府労働省に提出し，スマートカードが作成される。こうしたシステム

によって，派遣者が海外派遣に係わる一定の知識を得ることを目的としてい

るのである。このように，ミャンマーにおいては，国レベルでも労働力の海

外送り出しに積極的である。

３．ミャンマーの実習生送り出し機関の調査事例
今回，ミャンマーにおける現地調査でヒアリングを実施した派遣機関は，

以下に示すK社，M社，H社（いずれもミャンマー人社長が経営，日本への

技能実習生等の送り出しを実施）の３社である。本稿作成にあたって，２０２４

年１月，２月，３月に，現地調査を対面およびオンライン方式で実施した。

３．１．送り出し機関K社の派遣事業

３．１．１．K社の概要

送り出し機関K社はミャンマーのヤンゴン市に所在する。K社は，２０１２年

にヤンゴン市に設立された企業で，２０１６年６月にミャンマー政府から送り

出し機関のライセンスを取得し，日本への技能実習生の送り出しを行ってい

る。当初は，名古屋市周辺地域の製造業への派遣が中心であったが，後に農

第４図 スマードカードの例

資料：H社提供。
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業，食品，介護へと派遣分野を広げている。なお，２０１９年には，介護職の

実習生の送り出しを積極的に推進してきたことでミャンマー政府から評価さ

れている。調査当時（２０２４年）は，日本各地に実習生を送り出している。

K社の代表は，もともと日本での留学と就労の経験があり，ミャンマーへ

の帰国後，日本語学校・通訳・コンサルタント等各種の事業を手掛けてきた

が，日本のA株式会社が運営する日本語学校に留学生を送ったことをきっか

けに，両社の連携が本格化し，日本語学校の運営にも携わっている。なお，

送り出し事業と教育機関は別個に運営することが望ましいと考え，送り出し

に係る契約等の実務はK社が，日本語教育は関連会社の「Kヤンゴン社」が

それぞれ役割分担する形を取っており，日本企業である日本のA株式会社と

の連携により，比較的充実した日本語教育体制と派遣体制が構築できている

とのことであった。

このように，K社の募集方法においては関連企業の「Kヤンゴン社」が設

置する日本語学校の卒業生を中心に募集し，さらにK社のフェイスブックな

どによる宣伝活動への応募者を対象としている１８）。こうして，ある一定水準

以上の日本語能力を有する希望者の確保に努めている。

２０２３年までにK社が送り出した実習生は総計５００名程度，うち介護は

４０％，食品加工は３５％，農業と建設はそれぞれ２５％であった。

３．１．２．K社の派遣システム

日本語教育はKヤンゴン社の経営する日本語学校で実施する場合と，他の

日本語学校で実施する場合がある。これは，前述したKヤンゴン社が経営す

る日本語学校の受け入れ能力に由来する。近年は派遣者数が増加しているた

め，Kヤンゴン社が経営する日本語学校の収容定員を超過しているのであ

１８）K社および他社から聞かれた情報として，特定技能等のある一定の技能，能力が
重視される職種においては，しばしばフェイスブック等のSNSの活用が常用され
ているが，これにたいして比較的技能レベルが低い人材層では，個人のエージェ
ントによる仲介の割合が高まる点が特徴として指摘できる。こうした個人エー
ジェントの仲介費は高額で，派遣労働力の経済的負担となっている模様である。
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る。

K社では，前述したように独自に人材募集を行っており，応募者に対して

一次選抜を行い，合格者は各自が希望する実習実施者の選考を受け，実習生

として決定された後，Kヤンゴン社での研修に進むことになる。K社では，

一般職の場合５か月間の研修でN４レベル，介護職の場合は６か月～１２か月

間の研修でN３レベルの日本語能力の習得を最低限の目標としている。ま

た，K社の特徴の一つとして，介護職の候補者について，ミャンマー社会福

祉省の関係機関である高齢者デイケアセンターでの実習をカリキュラムに取

り入れていることが挙げられる。

訪日後の実習生の支援については，K社は日本に駐在員を置かない方針で

あり，連携関係にあるA社も実習生訪日後のサポートには直接関与していな

いが，監理団体等の依頼によって課題を抱えている実習生への支援を行う機

会は多く，これにたいしては主にオンラインにより対応している。K社代表

自身も年３回程度は訪日し，実習生本人や関係先を訪問して，職場の状況や

双方の話を直接聞き取し，問題がある場合は随時対応しているとのことで

あった。

派遣費用はミャンマー政府が定めた規定費用である２，８００ドルである。K

社は厳格に法令を遵守しており，２，８００ドル以外は一切徴収していない。

３．１．３．失踪等のトラブル対策

失踪等のトラブル対応としては以下の対策を講じている。

① K社は日本語能力の向上による日本での問題解決を重視している。こ

れは，日本語会話能力の不備による誤解がしばしばトラブルに結びつ

くという経験に基づくものである。実習生は全職について，日本語能

力N４レベル以上，大部分はN３レベル以上の人材を送り出してお

り，送り出しが決まった人材に対して，日本語教育および技術訓練等

をさらに追加して行っている。こうした反復的な日本語教育によっ

て，派遣労働者の日本語能力は次第に向上しているという。
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② よく知られているように，派遣に伴う費用負担が派遣労働者本人およ

び家族にとって大きな問題となっていることをふまえて，面接合格

後，実習生の本人負担額を借入金１９）で賄う場合は，家族と面談し，K

社が半額の１，４００ドル程度をいったん肩代わりして，本人並びに家族

の負担を軽減する措置を実施している。この費用は来日後６か月後以

降にK社に毎月返済することとなる。

しかし，現在，ミャンマーの国内情勢の悪化により，国内での就職難，失

業等が顕在化している。こうしたことから，海外，とくに日本への人材派遣

希望者が増加しているという状況が出現しているが，この状況に着目した一

部の悪質な送り出し機関では非合法収入を目的に活動を拡大しているという

問題が拡大しているという２０）。こうした一部の悪質な送り出し機関は，費用

について，表面上は２，８００ドルの国家の規定を守りつつも，それ以外にさま

ざまな名目の費用を徴収する手口が常態化し，最終的には送り出し機関の意

のままに膨大な金額を技能実習生に負担させる実態が発生しているのであ

る。

また，海外から直接ミャンマーを訪問するブローカーが増加傾向にある。

こうしたブローカーは，ミャンマーの送り出し機関を通さず，ミャンマー現

地において無許可で人材募集を行っているのが実態である。なお，ミャン

マー政府内では対策を講じていると伝えられるが，内戦下の混乱した状況

で，自国民の海外での就業状況をほぼ把握できない状況であり，こうしたブ

ローカーへの対応はミャンマー政府としてはほとんど対策ができていないの

が実態である。

近年の状況として，ミャンマー本国の混乱した情勢を踏まえ，日本におい

ては，在留ミャンマー人への緊急避難措置が取られ在留や就労が容易に認め

られることも多い。しかし，一部では，こうした状況を利用して，技能実習

１９）ミャンマーでは民間貸借も盛んであるが，一般に高利率で，派遣される実習生の
負担は大きい。

２０）ミャンマーでは内戦下で非合法経済も拡大し，政府の管理が弱体化しているた
め，非合法活動を行う送り出し機関が増加しているとみられる。
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生の失踪を後押しする合法的隠れ蓑になっている場合もあるとのことであっ

た。

K社の今後の展望としては，K社代表の認識として，介護職はミャンマー

人の国民性に適合しており，実習生の受入れを希望する日本の介護施設が近

年増加傾向にあることから，今後も送り出しを増加させていきたい職種と考

えている。また，農業はミャンマーの主要な産業の一つであることから，農

業・食品関係分野の派遣にも重点的に取り組み，一人でも多くの実習生が日

本で先進的な技術等を学び，帰国後，ミャンマーの発展に貢献できるよう注

力したいとのことであった。

３．２．送り出し機関M社の派遣事業

３．２．１．M社の概要

M社はミャンマーのヤンゴン市に所在する，食品と印刷業への送り出しを

中心とする人材派遣会社である。M社の社長は２０１２年にミャンマーの他の

送り出し機関に７年間勤務したのち，その経験を生かして独立してM社を設

立した。

２０１９年にミャンマー政府の人材派遣ライセンスは日本向けのライセンス

を取得しており，２０２０年新型コロナの感染拡大と２０２１年軍事クーデターの

影響で渡航規制が大規模に実施されため，一旦外国人労働力の派遣が停止さ

れたものの，２０２２年からは人材派遣を再開している。２０２４年２月までにM

社が送り出した人数は約５６０人，うち技能実習生は約２６４人で，実習生は日

本の中でとくに東京都と大阪府への派遣を希望することが多いとのことで

あった。派遣先業種は農業，食品加工製造，印刷関係，製造業，介護関係

で，２０２４年から分野を広げて建設業にも技能実習生１６人を送り出してい

る。M社代表の日本の監理団体等との関係構築は，M社の日本語学校を訪問

した日本の監理団体と連携しているミャンマー人の知人からの紹介をきっか

けに知り合ったものであり，その後徐々に信頼関係を深め，技能実習生の派

遣を増加させている。
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３．２．２．M社の募集活動と説明会の実施

M社の日本向け派遣において，実習応募者の募集には３つの特徴がある。

第１は，募集において新聞，テレビ等の媒体，SNSなどは利用しておら

ず，主に経験者等からの紹介などで募集活動を進めている。この際，M社が

経営する日本語学校の学生とM社が送り出した実習生からの紹介が主要なも

のである。これは，ミャンマーでは，政変以降，新聞等の媒体が利用しにく

く，その一方で人間関係を利用した紹介で一定数の応募者が確保できるため

であるという。

第２は，面接前に日本社会および派遣職種等について，かなり詳細な資料

を用いた説明会を３回実施していることである。こうした３回にわたる詳細

な説明会を実施する事例は他の送り出し機関に見られないという。具体的に

は，１回目は職種や仕事内容についての詳細な説明，２回目は日本社会，日

本での生活，生活費等についての詳細な説明，３回目は再度賃金等も含めた

雇用内容の確認と日本の雇用制度について改めて詳細に説明している。こう

した事前説明会の実施は，来日後のトラブルの減少に有効であるという。

３．２．３．M社の派遣前教育

また，M社は派遣内定者にたいして実施される派遣前教育に注力してい

る。M社の派遣前講習の特徴として以下の点が指摘できる。

第１は，M社は日本での留学経験があり，かつ日本の企業での就業経験が

ある日本語教師を雇用し，派遣内定者にたいして充実した日本文化の教育を

実施し，日本社会での生活を円滑に送るための基本研修を実施している。こ

れも来日後のトラブル発生を削減するために有効である。

第２は，M社では，日本語の習得程度についてN３レベルを目標としてお

り，日本語教育についてはM社が経営する日本語学校が担っている。

３．２．４．M社の派遣費用と失踪対策

M社の派遣費用は，K社と同様に，国が定めた２，８００ドルの規定を遵守し
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ている。しかし，出身家庭の経済状況等により，この２，８００ドルの費用準備

も容易でない派遣希望者も少なくないという。この場合，M社は実習生費用

の本人負担分２，８００ドルをいったん立て替え，来日後３か月以降に家族への

送金分からM社に分割して毎月返済する方式を実施している。これは他には

あまりみられない措置で，送り出した技能実習生の７０％がこの制度を利用

しているという。こうした特別な分割納付制度を実施している背景として

は，M社が失踪のもっとも有効な対策として，過大な金額を技能実習生から

徴収しないことと考えていることによる。

また，監理団体等の依頼によって課題を抱えている実習生への支援を頻繁

に実施することも，失踪対策として有効であるという。実際には，この支援

は主にM社と実習生間のオンラインにより対応している。多くの場合，実習

生とM社代表とのオンライン連絡では，実習生が抱える問題などを相談が多

く，平均で１人当たり，１か月に２回～３回程度は実施されている。さらに，

日本でのサポートを充実させるために，M社代表は，年５回程度訪日し，実

習生本人や関係先を訪問して，職場の状況や双方の話を直接聞き取りし，問

題がある場合の対応を進めているとのことであった。こうした頻繁なコミュ

ニケーションにより，M社代表自身が技能実習生の就労状況，問題等を詳細

に把握し，失踪を助長する悪徳ブローカーからの誘惑に技能実習生が陥る事

態を防止し，トラブル防止にも効果をあげているとのことであった。

今後のM社の計画としては，M社代表は，日本からの派遣依頼件数が大幅

に増加しても，これに応じて派遣人数を無計画に増加させることなく，「特

定技能」，「技能実習」それぞれの制度的特徴と個々派遣希望者の希望とのす

り合わせを行い，より派遣希望者と日本企業双方に利点がある送り出し機関

としたいとの希望を述べていた。

３．３．送り出し機関H社の派遣事業

３．３．１．H社の概要

送り出し機関H社はミャンマーのヤンゴンに所在する。H社は，２０１６年に

７８ 桃山学院大学経済経営論集 第６６巻第２号



ヤンゴンに設立された企業で，いまだミャンマー政府から送り出し機関のラ

イセンスを取得してないため，ライセンスを取得している他社との協力によ

り実習生の送り出しを行っている。東京都，愛知県，岐阜県への派遣が多

く，職種としては，食品加工製造（食肉加工工場），建築内装（壁装，床），

縫製業，介護関係に派遣している。

H社の派遣費用はK社，M社と同水準の２，８００ドルである。支払い方法と

して，H社では面接合格時に１，０００ドル，COE合格後に１，０００ドル，ミャン

マーの日本大使館へのビザ申請時に残額の８００ドルを支払う方式として，事

実上の分割支払いを実施することによって，応募者の負担軽減に配慮してい

る。

H社の代表は，かつて日本での留学と就労の経験があり，２０１８年に日本語

学校を開校し，日本のB社に留学生を派遣したことをきっかけに，両社の連

携が本格化し，技能実習生の派遣を拡大してきた。２０２４年までにH社が送り

出した実習生は総計約１５０人，派遣先業種は，食品加工４０％，建設３０％，

縫製業２０％，介護１０％であった。

３．３．２．H社の人材募集と研修

派遣人材に対する日本語教育は，H社直営の日本語学校で実施される場合

が多いが，他の日本語学校に委託する場合もある。この事情は前述のK社の

場合と同様である。候補者の選考にあたっては，技能実習の経験があるミャ

ンマー人スタッフが実施し，一次選考では学力や人間性を確認，二次選考で

は健康診断結果の確認等を行い，選抜を行っている。合格者は各自が希望す

る実習実施者の選考を受け，実習生として決定された後，H社での研修に進

むことになる。

派遣前学習としては，日本語教育や日本文化教育のほかに，各職種の実務

面での教育も実習実施者の要望に応じて実施している。例えば，実習実施者

にたいして，日本での実習で使用する機械の写真や資料の事前送付を依頼

し，できるだけそうした機械の使用方法を習得してから派遣することに努め
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ている。また，介護職の場合，ミャンマーにおいて関係のある介護施設で食

事補助等について１か月の実習を実施して派遣している。

H社では，研修３か月～４か月でN４レベル，４か月～５か月でN３レベル

の日本語能力の習得を目指しており，日本語学校が担っている。

訪日後のサポートには基本的に関与していないが，監理団体等の依頼に

よって課題を抱えている実習生への対応を支援する場合も多く，これは主に

オンラインにより対応している。H社代表自身も年１回程度は訪日し，実習

生や関係先を訪問して，職場の状況や双方の状況の把握に努めている。

H社の今後の計画としては，日本側からの受入れの希望が増加しているこ

とから，H社としても，今後，技能実習を基本としながら，特定技能，エン

ジニア高度人材，国際人文などの派遣も拡大させていきたいと考えている。

３．３．３．H社の失踪対策

H社は，失踪等のトラブル対策として，日本語習得のレベルアップが最大

の対策であると考えている。実際に，最低でもN４レベルに合格できない実

習生希望者は面接に参加できないシステムとしており，さらに，ミャンマー

内の他の日本語学校からの募集は原則実施せず，H社直営の日本語学校のみ

から，日本語学習歴１年間以上の応募者に限定して募集している２１）。これ

は，直営の日本語学校であれば，１年間の期間において応募者の日本語能

力，実習生の性格，人柄などが容易に把握できるため，信頼できる人材の派

遣が可能となるためである。

また，H社の方針として，日本に派遣する技能実習生は，日本語の学習自

体が赴日の目的ではなく，あくまで目的は日本における実習（労働）が最大

の目的であることから，もっとも重視すべきは日本側雇用者および関係者と

２１）近年では，派遣までに１年以上という比較的長い時間が必要となる場合が多く
なっている。これは，前述のように，日本語習得時間の長時間化の他に，ミャン
マー側の送り出しに関する提出書類がますます増加し，作成が煩雑であることも
原因となっている。ミャンマー政府側も悪質な送出機関やブローカー排除のため
書類提出を厳格化している模様である。
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のコミュニケーション能力・会話能力の向上であると考えている。言い換え

ると，これまでの経験から，現地で発生しているトラブルの多くが，会話能

力の不足による誤解等が原因である場合も多く，会話力の強化が鍵となって

いると考えているのである。

また，日本語能力の向上は，帰国後の再就職にも必要であるとの見解が示

された。つまり，技能実習だけでは，それほど高い技術を学ぶことができな

いため，帰国後のメリットが少ない。この一方，帰国後のキャリアアップに

は外国語能力の向上が不可欠であるためである。こうした点も送り出し機関

は考慮する必要があろう。

４．まとめにかえて
本稿では，ミャンマーの日本向け派遣企業調査を中心に，派遣人数の増

加，国の経済状況と海外派遣への影響，さらに派遣後の課題等について，と

くに実習生の費用負担問題，日本語教育問題，失踪等のトラブル対応等につ

いて検討した。

近年，第２図に示したように，ミャンマーから日本への技能実習生の派遣

数が急拡大しているが，これは，ミャンマー国内の政治的混乱による就業機

会の減少と，対照的に訪日実習が安全かつ高収入であり，また一定の技能習

得を重視するミャンマーの若年層が多いことが，その要因として考えられ

る。

今回調査対象となった送り出し機関には，それぞれ特徴がある一方で，い

くつかの共通点も見られた。K社，M社，H社の共通点として以下の点が指

摘できよう。

まず第１に，ミャンマーから日本への人材募集に関しては，特定技能等の

ある一定の技能，能力が重視される職種においては，しばしば日本語学校関

係者からの紹介，およびフェイスブック等のSNSの活用が常用されている

が，これにたいして比較的技能レベルが低い人材層では，個人のエージェン

トによる仲介の割合が高まる点が特徴として指摘できる。こうした個人エー

ミャンマーにおける日本への労働者派遣の実態 ８１



ジェントの仲介費は高額で，派遣労働力の経済的負担となっている模様であ

る。この結果，前者が求職者と派遣機関が直接関係することによって，仲介

手数料は必要最低限に抑制できるのにたいし，仲介者が複数関わることに

よって仲介手数料は高額となり，派遣労働者本人の負担は増加することにな

る。また，社会の混乱に乗じた悪質ブローカーの出現も無視できない状況と

なりつつあり，今後，ミャンマー政府の対策が必要となると考えられる。

第２に，現在日本社会で大きな課題となりつつある，失踪等のトラブルへ

の対応を派遣各社が重視している点は共通点としてあげられる。この対応と

して，以下の３点が実行されていた。

① この対策の最大のポイントとして，過大な手数料を技能実習生から徴収

せず，規定内の手数料であっても後納制度や分割制度を充実させ，本人

および家族の負担を軽減することが重要である。

② 派遣前に日本語能力をできるだけ高め，来日後に日本語能力の低さに由

来する誤解等に対応すること。

③ 来日後の支援体勢を対面，オンラインなどの方法を駆使して充実させる

こと。

一方，ミャンマー政府にも，労働力の海外派遣において，いくつかの対策

が必要であると考えられる。すでに述べたように，技能実習・送り出し機関

の新R／Dが締結されたのは２０１３年であり，その後，派遣数は急速に増加し

ている。日本へ実習派遣は，一定規模の若年層のミャンマー人労働者が希望

しており，同時に，日本等の諸外国への労働者派遣がミャンマー政府の主要

な経済戦略の一つになりつつある。しかし，すでにみてきたように課題も多

い。悪質なブローカーの排除，技能実習帰国後の就業の安定，派遣手数料負

担の軽減，日本語能力の向上などが重要な鍵であり，今後もミャンマー政府

にとって重要課題となるのではないかと考える。

また，日本政府も，外国人技能実習生の供給における東南アジアへのシフ

トが強まるのにともなって，本稿で指摘したようなミャンマー国内で発生し

ている様々な現象にさらに注目する必要があると考えられる。その一つは，
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ミャンマーからの技能実習生が帰国後に就業機会を得ることが困難であるな

らば，技能実習生の再教育，特定技能への更新など，継続的に育成するシス

テムを充実させること大切であろう２２）。

ここまでみてきたように，ミャンマーの労働力海外派遣機関は，日本と

ミャンマー双方にとって重要な役割を担っている。今回その一部を調査に

よって明らかにしたが，具体的な業務内容や仕組みについては，日本側も十

分把握できていない部分も多く，そこに不正な費用等が発生し，来日後に失

踪等のトラブルに発展する事態となっていることを知っておく必要があろ

う２３）。

最後に，本稿の調査結果で十分に研究できなかった，技能実習生本人の日

本での経験，就業実態等に関してさらに深く研究を継続していきたい。

参考文献

古賀正則（１９９６）『第三世界と人口移動』株主会社古今書院。

北倉公彦・池田均・孔麗（２００６）「労働力不足の北海道農業を支える「外国人研修・

技能実習制度」の限界と今後の対応」『開発論集』第７号，１～５５ページ。

相后正（２０１３）「日本労働市場における外国人労働者問題と労働政 ─時に日中間の経

済交流の深化労働移動を中心にした考察─」『近畿大学商学論究』第１３巻第１号，

６４ページ。

濱野恵（２０１５）「ベトナムの海外労働者送出政策及びシンガポールの外国人労働者受

入政策」『レファレンス』国立国会図書館調査及び立法考査局，６５（４），４３-６８ペー

ジ。

椎野幸平（２０１５）「人口ボーナス期でみる有望市場は」『ジェトロセンサー』２０１５年３

月号

２２）今後，さらに特定技能制度が普及し，送り出し機関の使命はさらに多様化してい
くことと考えられる。技能，技術の向上によって，「技術・人文知識・国際業
務」，「特定活動」などの在留資格も増えている。そうしたなかで，来日労働力の
技能，技術の向上の可能性はさらに広がっていくと思われる。

２３）今回の調査では，複数のブローカーがネットワークを広げ，悪質なブローカーと
良質なブローカーも入り混じって送り出し事業に参入しているという現状がある
ことが判明した。現在のミャンマーの社会情勢では悪質ブローカーの完全排除は
容易ではない。そこには，ミャンマーの社会構造や個人の問題もあり，さらに社
会情勢や社会的背景などをさらに研究する必要がある。

ミャンマーにおける日本への労働者派遣の実態 ８３



堀口健治（２０１７）『日本の労働市場開放の現状と課題 ─農業における外国人技能実習

生の重み─』筑波書房。

大島一二・西野真由（２０２０）「アジア諸国における外国人労働力の導入状況と課題 ─

台湾を中心に─」『桃山学院大学総合研究所紀要』第４６巻第２号

楊嘯宇・大島一二（２０２２）『中国における農村労働力の出稼ぎの実態と課題』─河南

省淮浜県C村における農家調査から─ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第２号

厚生労働省：「東南アジア地域にみる厚生労働施策の概要と最近の動向（ミャン

マー）」２０１６海外情勢報告 ３７９ページ。

出入国在留管理庁：『新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004251.pdf

総務省：『今後の日本社会におけるICTの役割に関する展望』

https://www.soumu.go.jp/johotsusintoei/whitepaper/ja/r04/html/nd121110.html

厚生労働省：「令和元年労働経済の分析 ─人手不足の下での『働き方』をめぐる課

題について─」

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/19/19-1.html

国際協力銀行：「ミャンマーの投資環境」

https://www.jbic.go.jp/ja/information/investment/inv-myanmar201808.html

外務省：ミャンマー連邦共和国（Republic of the Union of Myanmar）基礎データ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/data.html#section1

ASEAN人口GDP

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000127169.pdf

世界の経済・統計 情報サイト：「アジアの一人当たりの名目GDP（USドル）ランキン

グ」（２０２３年１０月）

https://ecodb.net/ranking/area/A/imf_ngdpdpc.html

（てぃんてぃん・かいん／経済学研究科博士後期課程）

（おおしま・かずつぐ／経済学部教授／２０２４年４月９日受理）

８４ 桃山学院大学経済経営論集 第６６巻第２号



The Actual Situation of Dispatching Workers to Japan
in Myanmar

Focusing on the Survey of Sending Agencies to Japan

THINN THINN KHAINE
OSHIMA Kazutsugu

This report investigates Myanmar’s labor outbound system and
outbound labor organizations, which have been on the increase in recent
years, and clarifies their actual status and issues.
The reason for focusing on Myanmar’s outbound labor organizations in
this report is that while dispatches from Myanmar to Japan have been
increasing in recent years, there are few previous studies on outbound
labor organizations in Myanmar, and many aspects remain unclear.
In preparing this report, field research was conducted in person and via
the Internet from February to March 2024.
In recent years, the dispatch of technical intern trainees from Myanmar
to Japan has increased rapidly. This can be attributed to a decrease in job
opportunities due to political turmoil in Myanmar and, in contrast, inbound
training in Japan is safe, provides high income, and attracts many young
Myanmar’s who value a certain level of skill acquisition.
While each of the sending institutions surveyed in this study has its own
characteristics, some commonalities were also observed.
First, with regard to the recruitment of human resources from Myanmar
to Japan, introductions from Japanese language schools and the use of SNS
such as Facebook are common for positions where a certain level of skills
and abilities are important. On the other hand, for relatively low-skilled
workers, the percentage of placement by individual agents is higher, and
the problem of high costs is noticeable.
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Second, it is common for temporary staffing agencies to focus on
responding to problems such as disappearances, which are currently a
major issue in Japanese society. The following three measures were
implemented to address this issue.
( i ) The most important point of this measure is not to collect excessive
fees from technical intern trainees. Even if the fees are within the
regulations, it is important to enhance the deferred payment system and
the installment system to reduce the burden on the trainees and their
families.
( ii ) Improve Japanese language skills as much as possible prior to
dispatch, and address misunderstandings caused by poor Japanese
language skills after arrival in Japan.
( iii ) Enhance the support system after arrival in Japan by making full
use of face-to-face, online, etc.
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本会則は，２００６年６月７日一部改訂施行する。

本会則は，２００７年６月２７日一部改訂施行する。

本会則は，２００８年５月２８日一部改訂施行する。

本会則は，２０１４年７月２３日一部改訂施行する。

８９



桃山学院大学『経済経営論集』投稿規程

１．本誌は，定期刊行物であり，原則として１年に４回発行する。

２．本誌の編集は，桃山学院大学経済経営学会によって選ばれた役員（編集

委員）２名によっておこなわれる。

３．投稿原稿については，「論文」，「研究ノート」，「書誌」，「資料」，「書評」

のうちから，投稿者の希望する類別を指定するものとする。ただし，編

集の都合で類別が変更されることもある。

４．本誌に投稿できる者は，本会の正会員，名誉会員，準会員および院生会

員とする。ただし，準会員および院生会員のみによる投稿については，

正会員の推薦，および編集委員が役員会にはかって選ばれた正会員２人

の審査員による学術的評価を得た上でこれを受理することができる。会

員以外の外部の研究者等の投稿については，役員会の議を経てこれを受

理することがある。

５．投稿原稿の使用言語は，投稿時において，その原稿内容に最もふさわし

いと思われる言語とする。なお，正会員以外の「準会員および院生会

員」，「外部の研究者等」の投稿については，使用言語の適切性等につい

ても，４．の「審査員による学術的評価」および「役員会の議」の対象

に含める。

６．本学の大学院博士前期課程を修了した者で，その修士論文が指導教員か

ら学術上特に優れた論文であると認定された者は，本誌への投稿を編集

委員に申し出ることができる。この場合編集委員は，役員会にはかって

学会の正会員の中から２人の審査員を選び，その学術的評価を得た上

で，投稿を認めることができる。

７．掲載に関しては，あくまで本学会員を優先する。

８．原稿の提出に際しては，所定の執筆要領に従うものとする。

９．論文の場合は，４００語以内の英文抄録をつける。

９０



１０．論文以外の場合には英文抄録をつけるかどうかは，投稿者の意向に委ね

る。

１１．英文抄録については，本人が希望すれば編集委員に申し出て英文のチェ

ックを受けることができる。

１２．英文をチェックしていただいた方に経済経営学会予算より一定の報酬を

支払う（５０００円）。

１３．準会員および院生会員等の投稿時の審査員には，一定の報酬を支払うこ

とができる。報酬の額は，役員会で決定する。

１４．論文・研究ノートについては５項目以内のキーワード（日本語）をつけ

る。

１５．本誌に掲載された論文等の著作権のうち「複製権」と「公衆送信権」の

行使は，桃山学院大学総合研究所に委託する。

１６．本誌に掲載された論文等については，桃山学院大学学術機関リポジトリ

に公開することを原則とする。

１７．特別号発行の際，外部の研究者等に寄稿依頼を行ったときには，謝礼を

支払うことができる。謝礼の額は，役員会で決定する。

１８．本規程の改廃は，役員会の議を経て，総会の過半数でこれを行う。

付則

本規程は，１９９１年４月１日より施行する。

本規程は，１９９９年１２月１０日一部改訂施行する。

本規程は，２００３年５月２１日一部改訂施行する。

本規程は，２００３年１２月３日一部改訂施行する。

本規程は，２００６年６月７日一部改訂施行する。

本規程は，２００８年５月２８日一部改訂施行する。

本規程は，２０１０年５月２７日一部改訂施行する。

本規程は，２０１１年１０月１２日一部改訂施行する。

本規程は，２０１４年７月２３日一部改訂施行する。

本規程は，２０１６年５月１１日一部改訂施行する。

９１
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